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民事信託の活用 と

弁護士業務のかかわ り

(ト ラス ト60研 究叢 書)

平成21年12月

民事信託研究会



は し が き

本報告書は、財団法人 トラス ト60よ り助成を受け、民事信託の分野

における信託の活用場面を検討 し、民事信託に関わ りを持っていくだろ

うとされる弁護士の役割 について研究 した成果をまとめたものである。

信託法は、平成18年 に全面的に改正 され、平成19年9月30日 から

施行 されている。この改正により、信託法は使い勝手のよいものとな り、

今後、多様 な場面で広く活用 されることが予想 される。 しか しなが ら、

信託(と りわけ民事信託)は 、一般社会においてなじみが薄いものであ

ることは否めない。

本研究会では、民事信託の分野において、信託の活用が予想 される場

面を想定 した うえ、法的な問題点等について検討を行った。また、民事

信託の場面において、受託者等として関与することが期待 される弁護士

が、業務 を遂行す る上で留意すべき事項等、活動の指針を示 した。

1



目 次

I

n

皿

IV

V

vnお わ りに

〔参考資料〕

信託制度の概要

高齢者 ・障害者 と信託

遺言信託の活用に向けて

事業承継 と信託

信託税制について

弁護士業務 と信託制度

委任契約,任 意後見契約公正証書

4

10

29

40

47

49

58

信託契約公正証書

59

68

2



佐久間 毅

石田 、剛

石井 教文

井上 計雄

服部 散

村中 徹

余田 博史

松岡 史朗

安原 徹

研究会 メンバー 一覧

(京都大学大学院法学研究科 教授)

(同志社大学法学部 教授)

(弁護士 弁護士法人大阪西総合法律事務所)

(弁護士 谷 ・井上法律事務所)

(弁護士 はばたき綜合法律事務所)

(弁護士 弁護士法人第一法律事務所)

(弁護士 はばたき綜合法律事務所)

(弁護士 弁護士法人第一法律事務所)

(公認会計士 ・税理士 安原公認会計士事務所)

(オブザーバー)

堂園 昇平(住 友信託銀行㈱ コンプライアンス統括部)

順不同、敬称略

3



1信 託制度の概要

1信 託の意義

信託は、委託者が財産を受託者に移転し、受託者がこの財産を一定の 目的に従って管

理 ・処分 して、それによって得 られた利益を受益者に帰属させる制度である。

信託が設定されることにより、財産が委託者から受託者に移転 され、受託者がその権

利者 となる。 しかしながら、受託者の信託財産についての権利は信託 目的に拘束された

ものであり、その財産権に由来す る利益が受託者に実質的に帰属することはない。また、

この財産権は、終局的には、受託者にとどまることがない。信託 目的は委託者の意思に

基づいて定められ、信託から生 じる利益は(公 益信託を除けば)受 益者に帰属するから、

信託は委託者が受託者を利用 して受益者 に利益を受けさせるものであり、受託者の信託

財産についての権利はこれを実現するための手段とい うことができる。

2信 託の本質的特徴

(1)信 託財産の独立性

信託は委託者の意思に基づく信託 目的を実現するものであるが、委託者は、信託財

産につき何の権利 ももたない。また、信託の設定後は、とくに受託者の監督 と信託 目

的の変更を中心とする信託に関する根幹的事項につき一定の関与をすることはできる

が、指図権を留保 した場合にその範囲で指図することは別 として、信託財産の管理 ・

処分につき直接に関与することはできない。

信託財産から生 じる利益は、すべて、受益者が享受する。 したがって、信託は受益

者に利益を与えるためにあり、信託財産は実質的には受益者に帰属すべきものとい う

ことができる。 しか しながら、受益者は、信託財産につき直接に権利を有す るわけで

はなく、信託財産の管理 ・処分につき直接に関与することができるわけでもない。受

益者は、受益債権 とい う受託者に対する債権を通 じて信託財産から生 じる利益を取得

するのであり、基本的には、この受益債権を保全するために監督権能等を与えられて

いるにすぎない。

以上のとおり、信託によって、ある財産(信 託財産)が 誰のものでもないかのよう

な状態が生 じる。 これは、とくに信託財産が委託者 ・受託者 ・受益者のいずれの破産
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によっても影響を受けないこと(倒 産隔離効。なお、信託財産 自体の破産はある。)、

信託財産が受託者の相続財産に属 しないことに具体化 されている。

(2)信 託の利点 自由なアレンジメン ト

委託者は、信託の以上のような特徴を活かして、 さまざまなニーズのために信託を

利用することができる。たとえば、財産を有するが管理 ・運用 ・処分の能力に乏しい

委託者は、その能力のある者 を受託者 とする信託を設定することにより、 自らの望む

結果を得る可能性 を高めることができる。委託者の財産状況 ・信用力が全体として芳

しくない場合であっても、一定の財産に限れば高い収益性が見込めるよ うなときには、

この財産をもとに信託を設定することにより高い収益や大きな信用を得 られる可能性

がある。安定 しているが流動性 に乏 しい財産をもとに信託を設定し、その財産か ら得

られる収益をもとに受益権を販売すれば、す ぐに現金を得 られ る。あるいは、委託者

は、その死亡後も自己の定めた信託 目的に従って財産の管理 ・運用 ・処分がされるよ

うにす ることができる。そ して、これ らにより生じる利益 を自ら受益者 となって取得

すること(自 益信託)も 、他人に取得させること(他 益信託)も できる。

こういったことのほとんどは、ほかの方法、たとえば法人制度の利用、委任契約の

締結、(遺言執行者 を選任 しての)遺 言などによっても、実現できなくはない。そうい

ったなかで、信託には、他の方法によっても得られる結果 を簡便かつ安定的に実現す

ることを可能にするとい う利点、また、創意工夫を凝 らす ことによって他の方法では

得ることが実際上難 しい結果を実現することができるとい う利点がある1。これこそが、

信託の本質的特徴である。

3信 託の活用を促進する法の支援

もっとも、こういった信託の利点を最大限に発揮させるには、法による適切な支援が

欠かせない。

(1)私 法上の強行法規 と信託

信託の設定も、私法上の行為であるから、私法上の強行法規に反することはできな

い2。

その一例 として、本報告書Hr高 齢者 ・障害者 と信託」参照。

その 一例として、遺留分制度と信託の関係 につき、本報告書皿 「遺言信託の活用 に向けて」参照。
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もっとも、強行法規の内容は一義的に明らかでない場合も珍 しくなく、行為の強行

法規違反性は諸般の事情に照 らした解釈 を通 じて判断されることが通常である。

上述のとおり、信託の最大の利点のひ とつに、他の方法によっては実際上得がたい

結果を実現することができるとい うことがある。ただ、ある結果が他の方法によって

実際上得がたいことには、何 らかの理 由があるはずである。その理由が、法的な障害

であることも珍 しくないだろ う。そのため、信託の利用によって同一の結果を実現し

ようとすれば、脱法行為の疑いを持たれるケースも珍 しくないことになる。信託法改

正前の受益者連続型信託による後継 ぎ遺贈的結果の実現は、その適例である。そ うい

った場合に、他の方法では 「私法上許 されていない」 と一 口に言っても、その許され

ていない理由はさまざまである。 ある結果の実現がおよそ法の根本理念に照 らして許

されないこともあれば、その結果 を実現するための方法が(信 託の利用以外には)私

法上用意されていないだけのこともある。 とすれば、ある結果の実現が他の方法では

できない とされていることのみをもって、その結果の実現がそもそも禁 じられている

ことにはならない。信託の利用によって実現できるのであれば、その結果の実現が他

の方法によってはできない とされている根本的理由を明らかにして、その理由が信託

を利用する場合にも妥当するのかを検討する必要がある3。検討にあたって、信託がそ

の発祥の地である英国をはじめとするコモンロー諸国においては、定型的な法的規制

によるならばできないことを可能にするものとして発展 してきたとい う経緯があるこ

と、また、わが国においても、上述 したように、人びとの創意工夫による結果の実現、

それを通 じた法発展、社会発展のための手段 と位置づけうる制度であることは留意す

べき点である。

(2)受 託者 の義務及び行為の規制

上述のような信託の利点は、有能な受託者が信託の目的4を実現するためにその能力

を十分かつ適切に発揮 して初めて活かされる。また、委託者 は、信託の目的が実現さ

れれば他の方法によっては得がたい結果を得 られることがあるものの、そのためには

財産を受託者に移転 しなければな らず、その移転後は財産の管理 ・処分について基本

3

4

この点については、佐久間毅 「人の死亡 による財産承継 と信託」関西信託研究会 『資産の管理運用制度 と信託』(ト

ラス ト60研 究叢書、2002年)59頁 以下、とくに74頁 以下(後 に、米倉明編 『トラス ト60創 立20周 年記念 論

文撰集』(ト ラス ト60、2007年)151頁 以下に再掲)参 照。

「信託の 目的」はさまざまな意味で用いられ るが(道 垣内弘人 『信託法入門』(2007年 、 日本経済新聞出版社)

51頁 以下参照)、ここでは、委託者が実現 を企図 した結果 とい う意味で用いてい る。
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的に口出しすることができない。 したがって、信託の目的に沿った財産の管理 ・処分

がされなければ、委託者は単に財産を失 うのと変わ りがない結果になってしま う。

こうしたことか ら、一方で、受託者がその能力を最大限発揮できるようにす ること、

他方で、受託者が信託の目的に従って適切に行動することを確保す る必要がある。受

託者がその判断により自由に(場 合によっては、思い切った)行 為 をす ることができ

るようにしつつ(そ のためには、結果的に信託財産に損失が生 じたとしても、受託者

の責任をあまり厳 しく問 うことは得策ではない。)、他方で受託者がもっぱら信託財産

または受益者の利益のために行為するようにしなければならないのである。 この調和

をはかるのは、容易なことではない。一般論 としては、強行法規により受託者に義務

を課すこと、あるいは受託者の行為を規制することは最小限にとどめ、任意法規を充

実させて、それ らについてのモデルを示 して、当事者による自由な信託の設計を支援

すること。その上で、受託者が事業として信託を引き受ける場合には監督的規制を及

ぼす ことが適切であると考えられる。 このように見れば、一般法たる信託法において

受託者の義務や行為規制につきい くつかの強行規定のほか充実した任意規定を置き、

事業者たる受託者につき信託業法で厚く監督的規制を及ぼしている現在のわが国の信

託法制は、まさに理にかなった制度であるといえる。

(3)商 事信託と民事信託

従来、わが国で信託 と言えば、信託銀行が受託者 となる営業信託 を指 し、少 し前ま

では、なかでも貸付信託が中心であった5。貸付信託は銀行預金類似の金融商品であり、

信託銀行が受託者 となる他の信託においても受益権が金融商品の一種 として販売 され

るものがほとんどであった。こ うした状況の下では、信託につき全般的に業監督的な

規制が強行的にかかるため、その解釈に基づいた運用にな りがちであることも、やむ

をえない面があった。また、これまでの営業信託では、信託業法の受託者の行為規制

もあって、受託者が状況に応 じて様々な行為をす るのではな く、定型的な行為(た と

えば、株式投資)を(裁 量的判断によることもあるが)一 定の基準に従ってするにと

どまることが多かった。そもそ も営業信託において、受託者 に広い裁量が認められる

5中 央三井信託銀行が2009年9月20日 設定分をもって貸付信託の新規募集を停止 したことによ り、貸付信託 は

姿を消すことになる(日 本経済新聞2009年8月20日 付朝刊参照)。
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ことはかえって負担が重 くなり、受益者にとっても予測可能性が問題 とされることが

多い。そのため、従来型の信託をモデル とした法的規制は、どうしても画一的 ・定型

的なものにな りがちである。 しか しなが ら、そのような法的規制の在 り方は、決 して

信託全般につき当然のことではな く、人び との創意工夫を生かした様々な目的の実現

に資するための制度たる信託に対する法的規制 としてみた場合は、全般的に好ましい

ことではない。オーダーメイ ドの信託が、 とりわけ委託者によって財産の承継や財産

の配分のために終局的処分として設定される場合には、その信託に対する法的規制は

上述のような営業信託に対す るもの とは異なってもよいはずである。 このことは、た

とえば弁護士が業 として遺言信託を受託する場合など、受託が 「営業」 としてされる

と評価 され うる場合であっても同様である。

これは、信託業法の適用範囲について具体的な意味を持つ。信託業法は、信託業(信

託の引受けを行 う営業)に 対 して規制 を及ぼ している。その規制は、信託銀行など信

託会社が受託者 となる営業信託(商 事信託)を モデルとするものであると考えられる。

これに対 して、①弁護士が受任 した紛争処理のための費用を受託者 として管理する場

合、②委託者の債務の任意整理のために受託者 として財産の移転を受け、その整理業

務をす る場合、③高齢者や障害者の生活支援のために受託者 となる場合、④委託者の

死後に委託者の意思に従った財産承継 を実現するために受託者 となる場合などは、確

かに弁護士がこれ らの業務 をそこか ら利益を受ける目的で反復継続的におこな うもの

であるから、信託業に該当す ると言えなくはない。 しかしながら、弁護士による上記

のよ うな信託の引受けは、信託業法の規制のモデル となっている営業信託(商 事信託)

とは相当異なるものである。そこに信託業法の規制を及ぼすことは、信託の有用性を

大きく損な うおそれがあるのではないか。信託業法の適用範囲を画する 「信託の引受

けを行 う営業」(信 託業法2条1項)の 解釈は、こうした考慮の下でも行なわれる必

要がある6だろう。

4信 託の基本的仕組みと機能

(1)信 託の基本的仕組み

ア 信託の意義

6よ り具体的には、本報告書皿 「遺言信託の活用に向けて」お よびVI「弁護士業務 と信託制度」を参照。
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信託 とは、財産の管理運用を専門家や信頼のおける人物に委ねるための一つの方

法であ り、信託法では 「特定の者が一定の目的(専 らその者の利益を図る目的を除

く。)に従い財産の管理又は処分及びその他の当該 目的を達成するために必要な行為

をすべきものとす ること」 と定義されている(法2条1項)。 信託は、もともと英

米法に由来する仕組みであるが、わが国でも、新法の公布 ・施行に伴い、その活用

可能性に対する関心が高まっている。委任契約で財産管理を委託する場合等 とは異

な り、信託の設定方法は契約(法3条1号)に 限定されない。遺言によって設定す

ることもでき(法3条2号)、 また新法では自己信託(宣 言信託)も 可能になった

(法3条3号)。

イ 信託の仕組み

信託の法律関係は、特別財産である 「信託財産」と 「委託者」「受託者」「受益者」

の三当事者から構成 され る(三 者が常に別人格である必要はない。)。まず信託は委

託者の行為(契 約 ・遺言 ・信託宣言)を 起点として設定され る(法2条4項 ・3条)。

信託財産の所有権は受託者に帰属するが、受託者は、信託行為の定めに従い、信託

財産に属する財産の管理又は処分及びその他の信託 目的の達成に必要な行為 をなす

べき義務を負 う(法2項5項)。 信託に基づ く受益を享受 しうる者 を受益者 とい う。

受益権は、「信託行為に基づいて受託者が受益者に対 して負 う債務」であ り、物権的

な権利 としては構成 されていない(法2条7項)。

(2)信 託の機能

ア 財産管理運用の円滑化機能

委任契約等による財産管理の委託や成年後見制度では、受任者ない し後見人等は、

本人に帰属する財産を代理人 として管理処分す ることになるため、取引の相手方は、

無権代理や代理権濫用等の代理取引固有の リスクを考慮に入れなければならない。

これに対 して信託では、信託財産の所有権が受託者に帰属するから、取引の相手方

はより簡易かつ円滑に取引関係を進めることができる。 しかも当該財産の管理運用

について専門知識 を有する者が受託者となることが想定 されているので、一応適切

な管理処分がなされるものと期待することができる。このように信託においては、

受託者が信託財産の管理運用を円滑化できるメリットがある。

イ 倒産隔離機能
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信託の重要な機能はその倒産隔離機能にある。委託者の債権者は、委託者の責任

財産から離脱 した信託財産を差 し押さえることはできない。また信託財産は信託目

的に拘束された特殊財産であるため、受託者の債権者による信託財産に対する差押

えも排除される。受益者の債権者は受益権(債 権)を 差し押 さえることはできるが、

信託財産そのものを差 し押さえることはできない。 このように信託は、関係当事者

の倒産 リスクを回避するうえで、きわめて有効な手段であるといえる。

ウ 信用力の切 り分け機能

上記の倒産隔離機能か ら、資金調達を必要 とする者の信用力を切 り分ける機能が

派生する。信託財産に関しては、倒産 リスクが回避 された優良資産 としての色づけ

がなされる結果、たとえば資金調達を必要 とする者の財産状態全体は必ず しも良好

とはいえない ところから、当該者の信用力が低い とされている場合でも、信託財産

の部分に関してだけは信用力が高い評価を うけられる可能性が生ず る。資産流動化

や証券化 ビジネスは、信託のこのような性格を活用 したものである。

なお、ア～ウ以外にも、節税効果に着眼して信託が用いられることも考え られる。

工 具体的な用い られ方

民事信託は、高齢者 ・障害者のための信託、遺言代用信託、家族世襲財産を実現

する信託、事業承継などの場面で活用 され る可能性が考えられる。

皿 高齢者 ・障害者と信託

1高 齢 者等の資産管理

(1)高 齢者の資産管理

わが国は、平成20年10月1日 時点で全人 口に占める65歳 以上の高齢者の割合が

22.1%7と なってお り、まぎれもない超高齢社会8である。

高齢化が進む中で、核家族化を背景に、「自分の老後は自分で」とい う考 え方が定着

していき、市民は、老後のための貯えに努め、これを利用 して最後まで自分 らしい生

7総 務省統計局2009年3月23日 公表。
8一 般 に、用語 としては高齢者割 合が7%を 超 えると 「高齢化社会」、14%超 を 「高齢社会 」、21%超 を 「超高齢社会」

と使われてい る。
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活を送 りたい とい う希いを実現 しようとしてきた。

しか し、高齢になれば人間の体力は当然に衰え、認知症等による判断能力の低下も

起こりうるものであ り、蓄えた資産を自ら管理することが困難 となる可能性が高まる

のも実情である。そこに付け込む悪質商法による被害が多発 しているのも現状である。

た とえ身体能力や判断能力が低下してしまった としても、「老後のために」と蓄えた

資産は確保 された状態におかれ、自らの生活に充てられてい くことが保障されている

べきである。

近時は、「老老介護」の問題 も指摘されている。例えば、ともに人生を歩んできた配

偶者が要介護状態 となったとき、自分がいる間は自ら介護 を行い蓄えた資産を配偶者

のために活用することもできるだろう。 しかし、自分が亡 くなった後、いかに配偶者

のために資産を確保 しその生活を維持するかは、高齢者にとって人生の大きな懸案事

項となっている。このような場合でも残 された者が安心 して生活 をおくれるよう、事

前に保障しておくことが特にわが国のような高齢化社会にあっては不可欠である。

(2)精 神障害者 ・知的障害者

精神障害や知的障害などの精神上の障害を有す る者9に とって自ら資産管理を行 う

ことはなかなか困難である。その資産が確保され生活の用に充てられることが保障さ

れなければならない。 しか し、判断能力の減退がある者は往々にして悪質商法に狙わ

れ易いのが現実でもある。

また、例えば知的障害のある子供をかかえた親は、自分が生きている間は子供のた

めに資産を確保 しその生活を支えてい く努力を重ねるわけであるが、いざ自分が亡く

なった後、誰がその子供の生活を支えていって くれるのか。 これは障害者の子を持つ

親が最も憂慮すべき問題となっている(い わゆる 「親亡き後」の問題)。 さらに、たと

え子供の生活のために十分な資産を残せた としても、それが子供のために適切に使わ

れ るか、日常的な金銭管理を誰が援助 して くれるのかとい う問題は残 るのである。

(3)身 体障害者

身体障害のある者10も、生活上、様々な場面で不便 を余儀なくされている。 自らの

資産を確保 して自活することができているとしても、やは りいろいろな不便が強いら

9平 成20年 版障害者 白書によれば、精神障害者は302.8万 人、知的障害者は547万 人 とされている。
10前 掲障害者 白書では

、身体障害者は366.3万 人 とされている。
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れているだろ う。身体障害があっても判断能力を有 している場合には、他者への委任

等により対応することができるとはいえ、やは り現実的な資産の管理等にも困難を伴

っているのが実際である。

2成 年後見制度等とその限界

これまで述べたように、自ら財産の管理ができる状態にある場合はその資産の確保と

生活の用への利用は自らの責任においてなすことができるものの、判断能力が低下 した

場合には適切な財産管理を行 うことが困難 となる。その状況をふまえて、その判断能力

の低下を補い、法律行為を代理 しあるいは補助す るための制度として成年後見制度が用

意 されている。

成年後見制度は、民法が規定する法定後見制度 と任意後見契約に関す る法律による任

意後見制度を総称するものであるが、それ らの制度にも限界があることは否めない。

(1)法 定後見制度とその限界

ア 法定後見制度の概要

法定後見制度は、既に精神上の障害により判断能力の低下が認められる者につい

て家庭裁判所の審判によって法律行為を代理 ・援助する者を選任す る制度である。

判断能力の低下の程度に応 じて成年後見、保佐、補助の三類型があり、それぞれ成

年後見人、保佐人、補助人(以 下 「成年後見人等」とい う。)が 選任されて、本人の

行為能力は制限を うけ、それに対応する成年後見人等の権限が設定 される。

成年後見の場合、本人は行為無能力者 とされるから成年後見人には包括的な財産

管理権が付与 され全ての法律行為にっいて代理権が与えられる(民法859条1項)。

保佐の場合は、民法13条1項 各号の行為について保佐人の同意を要するとい う行

為能力制限がなされ保佐人には同意権が付与される。さらに必要に応 じて審判によ

り特定の法律行為にっいて代理権が与えられる(民 法876条 の41項)。 補助の場

合は、審判により民法13条1項 各号の一部にっいて補助人の同意を要するとい う

行為能力制限がなされ(民 法17条1項)補 助人には同意権が付与され、さらに審

判 により特定の法律行為にっいて代理権が与えられる(民 法876条 の91項)。 保

佐人 ・補助人の場合は代理権が与えられることによって当該財産についての管理権

が設定される。
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財産の管理については、成年後見人等がその管理権に基づいて行 うことになるが、

資産確保のために重要なのは取消権(成 年後見人は本人が行 った行為について取消

権を有す る。保佐人 ・補助人の場合は、同意を要すると定められた行為について取

消権を有する。)で ある。例えば、本人が消費者被害にあったような場合でも、その

法律行為 を取 り消すことによって資産の減少を防止することができるのである。

イ 法定後見制度の限界

このように法定後見制度を利用 した場合、財産管理権 と取消権により今後の生活

のために充てるべき資産を確保することができる面で非常に有効 と言える。

しかし、この法定後見制度を利用できるのは、精神上の障害によって判断能力が

低下 してからであり、それ以前は利用できない し、判断能力の低下のない身体障害

者の場合も利用できない。また、成年後見人等は被後見人の法律行為を代理するた

めの制度であり、事実行為までの義務は負わないため11、日常金銭管理等について

の支援 を求めることは難 しい。 さらに、本人が死亡した後の財産の引継 ぎについて

現実的な問題 も生 じる。本人死亡により法定後見人の職務は終了するが、その後、

管理 していた財産を相続人等に引き継がなければならない。 この場合、戸籍調査を

して相続人を確定 し、相続人に対 し財産の引継ぎを打診す るが、共同相続人がいる

場合には受領代表者を定めてもらうか、遺産分割協議を してもらわなければならな

い。相続人が不存在の場合には、相続財産管理人選任申立ての手続きも必要になる。

しか し、これ らの処理をするにあたっての法的地位は明確ではな く、費用負担の問

題12もある。

(2)任 意後見制度 とその限界

ア 任意後見制度の概要

任意後見制度は、「判断能力のある うちに判断能力が低下 した後のことを予め自分

で決め、信頼できる人に頼んでおきたい」 とい う一般市民間の要望か ら制度化され

たものである。全てのことを自分で決められるとい う点で最も自己決定の尊重二個

人の尊厳に資する制度であるといえる。

1】

12

民法858条 は 「事務」とい う用語を使用 してお り、法律上 「事務」は法律行為 を指す と解 されている。

これ らの処理は法定後見人 としての任務終了後であるので、報酬付与の対象 とはな らないのが原則である。相続

人がいる場合 には協議により費用償還がなしうるが、相続財産管理人選任申立ての場合は申立費用は原則 として申

立人負担であ り(家 審7条 で準用 され る非訟事件手続法26条)、 費用負担命令(非 訟28条)の 運用 もなされてい

ない。
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これは、英米法系の 「持続的代理権制度」を参考 として導入されたものである。

英米法でも、従前は判断能力の喪失が委任の終了原因となっていた。 しか しそれで

は老後のために委任をしておいたのにもかかわ らず、判断能力の喪失によって委任

が終了 して しま うと 「老後のため」とい う本来の 目的を達成できない不都合が生ず

ることを鑑みて、判断能力が喪失 してもなお与えられた代理権が持続するとい う制

度が作 られたのである。わが国の民法はもともとフランス(大陸)法系であることか

ら、判断能力の喪失が委任の終了原因 とはならず、委任の効力は存続することにな

っていた。 しか し、それでも委任者が判断能力喪失すると受任者を監督することが

困難 となるとい う課題は残 る。そこで公的監督 を導入することによって安心 して委

任できるようにするために制度化 されたものである。

任意後見契約 とは、本人が、任意後見人に対し、精神上の障害により判断能力が

不十分な状況における自己の生活、療養看護などの身上監護及び財産の管理に関す

る事務の全部または一部について代理権を付与する委任契約で、任意後見監督人が

選任 された時から契約の効力が生ずる旨の特約を付 したものと定義 される13。

つま り必要な行為についての代理権を設定 し、受任者 との間で公正証書により任

意後見契約が締結 され、後見登記に登記 される。その後、委任者の判断能力が低下

したときに、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行い、任意後見監督人が

選任 されることによって契約の効力が発生 し、任意後見人は与えられた代理権を行

使できるようになるのである。

イ 任意後見制度の限界

任意後見は、委任者である本人の判断能力が低下 した場合、自ら財産管理を適切

に行 うことができなくなるが、これに代わって任意後見人が与えられた代理権 を行

使することによって本人のために財産管理を行 うことができる点では大変有効な制

度である。

しかし、契約が発効するのは本人の判断能力が低下して任意後見監督人が選任 さ

れたときからであ り、それ以前の財産管理 には利用できない。また、任意後見契約

13契 約締結能力がある間に契約し将来判断能力が低下したときに契約を発効させる 「将来型」が基本型であるが、

任意代理契約も締結しておいて判断能力が低下したときに任意代理契約から任意後見契約に移る「移行型」、既に判

断能力が低下しているがなお契約締結能力は有する場合に任意後見契約締結後直ちに任意後見監督人選任申立てを
する 「即時型」も予定されている。

14
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は代理権の授与であって、契約が発効 しても本人の行為能力は何 らの制限を受けな

い。 したがって、発効後に本人が消費者被害等にあったとしてもその法律行為を判

断能力の低下を理由として取 り消すことはできないため、資産確保の機能は有 しな

い。

(3)そ の他の制度とその限界

ア 財産管理委任契約

1)財 産管理委任契約は、特別な制度ではなく民法643条 の委任契約である。委任

により代理権を授与し、受任者がその代理権を行使することによって本人の財産

管理を支援する。

判断能力の減退を伴わない場合でも利用できるものであ り(身 体障害者 も利用

できる)、前述のとお り判断能力が低下した後でも契約は存続する。特に公正証

書による必要 もなく、比較的簡便に利用できる。

ただし任意後見制度で上述 したように、判断能力低下後に何 らの監督 もなされ

ない点で不安が残る。このため弁護士会などは私的な監督 を導入することで安心

して利用 してもらえるよう制度設計を行っている。

任意後見契約 と併用されることも予定されてお り、財産管理委任契約 と任意後

見契約をともに締結 し、本人に判断能力がある間は財産管理委任契約により代理

権行使を行い、判断能力が低下 したときは任意後見契約 を発効 させるとい う 「移

行型」14が使われることも多い。

2)財 産管理委任契約はあくまで私人間の委任契約であることか ら、本人の行為能

力は制限されず、成年後見制度のような取消権が無いため、資産確保の機能が不

十分である。

イ 日常生活 自立支援事業

1)平 成11年10月 から国庫補助事業 として開始 されたものであ り(平 成19年5

月に地域福祉権利擁護事業から名称変更)、社会福祉法81条 の 「福祉サー ビス利

用援助事業」 として、都道府県社会福祉協議会 ・指定都市社会福祉協議会が実施

主体となっている。

14近 時、 「移行型」については、既に本人の判断能力が低下 しているにもかかわ らず任意後見契約に移行 させずに監

督人のいない状態で財産管理 を継続させ、財産 を着服す るなどの濫用事例 が生 じ、 これへの対応が必要 となってい

る。
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その 目的は、(認知症)高 齢者、知的障害者、精神障害者など判断能力が不十分

な人が、地域において自立した生活を送ることを援助す ることにあ り、事業内容

としては、①福祉サービス利用援助 ② 日常的金銭管理サービス ③通帳 ・証書

類等の預か りサービス、がある。

この事業の利用も実施主体との契約による。 日常的金銭管理 として、銀行から

生活費を引き出 し本人に届けてくれるサー ビスが含まれ、その側面での利用 とし

て便利である。

2)し か し、代理権は 日常金銭管理における預金の引き出 しに限られその他の代理

権設定はできず、全体 としての資産管理には適切ではない。もちろん本人の行為

能力は何 ら制限されないため、資産確保の機能を有しない。

3信 託利用の利点と問題点

(1)信 託の利点

ア 資産隔離機能

信託を利用する最も大きな利点は、資産隔離機能である。信託財産として本人の

責任財産から切り離しができることから、判断能力の低下等によって判断を誤った

結果、本人に責任が発生した場合であっても信託財産は確保される。

法定後見制度を利用した場合は、そもそもその法律行為自体を取り消すことが可
/ノ

能であり、それによって資産を確保することができるが、それ以外の制度には取消

権がないため、法定後見制度以外の局面では特に信託の資産隔離機能は重要 となる。

なお成年後見以外の法定後見制度(保 佐 ・補助類型)を 利用する場合にも、保佐人、

補助人に対 し適切な同意権、取消権があらかじめ設定されていることが必要である。

イ リバースモゲージ機能

金融資産が乏 しい場合、自宅不動産を信託することによりリバースモゲージ機能

を活用する方法がある。高齢者にとっても下記のようなメリッ トがある活用法とい

える。

自宅不動産を所有しているものの、金融資産が無 く年金だけでは生活費が不足す

るような場合、不足分 を補 う方法 としては、自宅を売却するか自宅を担保 とする融

資を受けるか とい うことをまず考えるだろ う。 しかし住み慣れた自宅での生活を放
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棄することはなかなか決断が困難であるし、また、一度に高額な金銭が必要なわけ

でもない。このような場合、自宅不動産を信託財産 とし、居住利益 と月々の生活費

不足額の給付を内容 とす る受益権を設定することにより、 自宅での生活を維持 しつ

つ生活費の不足を補 うことが可能となる。このケースでは受益者の死亡により不動

産は換価 され、それまでの給付が精算される15ことになる。

ウ 受益者連続信託

残 された配偶者や親亡き後の問題に対応す るものとして受益者連続信託の利用も

有効である。

蓄えた自らの財産は、自分が亡 くなると相続により配偶者や子供に承継されるが、

遺産分割や遺留分について相続人間で争いが生 じた場合、思い通 りに財産を承継さ

せ ることができるかどうか とい う問題が常に起こりうる。たとえ思い通 りに財産を

承継 させることができたとしても、はた して判断能力が低下 した配偶者や子供 自ら

が、その財産を有効に管理 して生活を維持すことが可能だろ うか。

このような場合に、財産を信託 して、まず自らを第一次受益者、自分が死んだ後

は残 された配偶者や障害のある子供を第二次受益者 として設定しておけば、本人が

生存中に受けていた受益権の形で、第二受益者 に指定した妻子に引き継がせること

になるため、その生活を維持させるとい う目的を果たすことができることになる。

工 死後の財産承継

2(1)イ 「法定後見制度の限界」で指摘 しておいた相続人等への財産引継の際に

考 えられる現実的問題も信託を利用 した場合には生じない。

(2)信 託の問題点

以上のように、信託の利点は大きいが必ず しも万能ではなく、その限界や問題点も

存す る。

ア 心理的受容

信託の資産隔離機能は財産を維持保全する上で非常に有効であるが、信託財産 と

した場合、委託者個人の責任財産から完全に分離 してしま うことになる。特に不動

産の場合には登記名義まで変わってしま う。わが国では金融資産の信託は比較的利

賄 近時、都道府県社会福祉脇離合が 「長期生活支援資金」として リバースモゲージ事業を扱 うよ うになってきてい

る。
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用 されてきたが、一方で不動産信託の利用が少なかった理由は、一般市民に馴染み

がなかったことに加 え、老後のため、さらに子供のために努力 して蓄えてきた資産

が他人名義 となることについての、かなりの心理的抵抗があるためだ と考えられて

いる。

まずは、受託者の信用や受託業務の適正性の確保が大前提 になるが、一般に信託

の機能についての十分な理解が広まれば、いろいろな信託の利用は拡大していく可

能性 をもつ。

イ 身上監護面や 日常金銭管理

老後の生活や精神上の障害がある者の生活を支えるとい う点からは、財産の管理

や維持保全はもちろんその者の身上監護面においても適切な援助が必要となる。

成年後見制度では、法律行為を行 うに際 して身上配慮義務が規定されている(民

法858条)。 そのため財産管理委任契約においても、通常は身上監護面での支援は

念頭に置かれている。

一方
、信託には法律上そのような規定は無い。 しかし、信託を設定するに当たっ

ては契約を結ぶのが一般的であるので、このよ うな身上監護面への配慮を契約上で

定めることは可能である。また、身上監護等を求める際には受益権の設定方法を工

夫することも必要 となろう。さらに受託者が身上監護面への配慮をすることができ

る者であるか どうかも重要 となる。また、信託利用の場合には、受益権として一定

の生活費給付を設定することが考えられるが、例えば精神上の障害がある者に一定

額の金銭給付をした としても、それをどのように生活に充てるかについての援助ま

でを受託者に求めるのは困難である。 日常的な金銭管理やその支援についての手当

てが必要となる。

ウ 死後事務

本人が亡くなった時には、遺体の処理、葬儀、埋葬等の死後事務が発生する。成

年後見制度は本人死亡により終了するため死後事務を処理することはできず、これ

が可能なのは財産管理委任契約のみである16。近時、法定後見人が、本人が存命 中

16委 任契約では委任者の死亡が終了事由 となっている(民 法653条1号)が 、最判(三 小)平 成4年9月22日 金

法1358・55は 、「自己の死後の葬式を含む法要の施行 とその費用の支払 … を依頼する委任契約は、委任者の死

亡によっても契約を終了 させない旨の合意を包含す る趣 旨のものであり、民法653条 の法意はこの合意の効力を否

定するものではない。」 とす る。
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に葬儀社等 と葬儀委託契約 を締結 しておき、死後はその委託契約の履行 として遺体

の処理や葬儀 ・埋葬を行 う方法 も実践 されは じめているが、いつ発生するか分から

ない死後の事務についての委任 を受けるのは、葬儀社等の側にとっても少なからず

問題があると思われる。

信託を利用 した場合には、相続人等への財産承継 に伴 う問題は生 じないことが利

点である。ただ し、信託を利用 した上で葬儀の執行や費用支払いなどの死後事務を

処理 しようとすれば、死後事務委任についてどのように設定 してお くか とい う点が

非常に重要な問題 となる。現在、葬儀信託 とい う商品も作 られているが、相続人の

承諾が必要 とされるなど、必ず しも有効なものとなっていない。

工 受託者の適正性

新法では、受託者の範囲は拡大 され、その権利義務も合理化 されている。契約に

よって定めることができる事項も多 く、その意味では弾力性に富み、利用しやすい

ものとなったことで受託者業務への参入を考える業界 もでてきている。

しかし、高齢者等の財産管理においては、判断能力が低下 した者の生活を支援す

るとい う福祉的側面が重要視 され、特に受託者の適正性の確保は強く要請される。

受益権の設定に工夫が必要であるのみな らず、受託者が高齢者や障害者の生活を理

解 し、その身上監護にも配慮できる資質と能力を有することが必要である。

4成 年後見制度と信託の組み合わせ

以上述べてきたとおり、高齢者等の財産管理において利用可能な各制度には一長一短

がある。そこで信託の有効性を踏まえて、これらを組み合わせての活用が望ましいとい

えよう。

以下では、その活用例を検討することにする。

(1)任 意後見制度と信託

ア 財産保全機能の活用

【具体例1】

高齢者Aは 、今後判断能力が低下した場合に消費者被害にあうなどにより財産

が減少することを心配しており、信頼できるXに 老後のことを任せておきたい。

① 信託契約
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Aを 委託者、Xを 受託者とする信託契約を締結する。

資産を信託財産 とすることによりAの 責任餅産か ら分離され、信託 目的にし

たがって当該資産は保全 される。

〈課税関係 〉

信託設定時には、委託者=受 益者であるから、経済的な利益の移転はなく、

課税関係は生 じない。

② 任意後見契約

信託における受託者はAの 法律行為を代理することはできない。そこで任意

後見制度を併用す ることで、後見人に判断能力低下後の法律行為等の代理をし

てもらうことにより老後の生活を支える。つま り身上監護面や日常生活上の支

援についてはこの任意後見によりカバーすることができる。

なお、任意後見契約は代理権の授与であり、Aの 行為能力が制限されないた

め後見人に取消権はない。そこで、信託を使 うことによって資産を保全す るこ

とができるようにする。

☆Xが 信頼に足る人物であると承知 したか ら委任 したのだろうが、受託者Xの

管理の適正性をさらに確保 しておきたい場合には、信託契約において 「信託監

督人」(Y)を 指定してお くことができる。

☆ 任意後見契約は家庭裁判所により任意後見監督人が選任 されることで効力

が生 じる。この任意後見監督人 と信託監督人が同一人であればXに 対する包括

的な監督が可能 となる。

注)ただし任意後見監督人候補者を家庭裁判所がそのまま還1壬するかは事案による。

イ 受益者連続信託の活用

【具体例2】

高齢者Aに は妻Bと 子C、D(知 的障害者)が いる。 自宅不動産があり、Aが

亡くなった後は妻Bと 子Dが 、さらに妻Bも 亡くなった後は子Dが この自宅で

生活 していくことができるように したい。

① 受益者連続信託契約

Xを 受託者、 自宅不動産を信託財産とし、この自宅に居住する利益を受益権

の内容 として、Aを 第一次受益権者、Bを 第二次受益権者、Dを 第三次受益権
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者 と定める。

〈課税関係〉

(イ)信 託設定時には、委託者=受 益者であるから、経済的な利益の移転は

ないので課税関係は生じない。

(ロ)A死 亡時には、Aか ら妻Bに 信託受益権の遺贈があったものとみなさ

れる(相 続税法第9条 の2第2項)。 この際、妻Bは 信託財産である自

宅不動産を取得 したものとみなされ、相続税が課される(同 第9条 の2

第6項)。

(ハ)妻Bの 死亡時には、子DにBか ら信託受益権の遺贈があったものと

みなされ、相続税が課 される(同 第9条 の2第1項 、第6項)。

(二)信 託契約上、子Dの 死亡時に信託が終了す る旨定めると、子Dの 死

亡と同時に信託が終了 し、Dか ら残余財産の帰属者であるCに 信託受益

権の遺贈があったもの とみなされ、相続税が課される(同 第9条 の2第

4項)。 なお、CはDの 法定相続人ではないため、相続税の計算上、2割

加算の対象者 となる。

上記のような受益者連続型信託を設定しても、通常の相続によって資産

が移動 した場合と変わらず、税務上のメリットは特にない。さらに、この

ような受益者連続型信託の場合にも、遺贈があった ときと同様に、法定相

続人の遺留分が侵害 されたと認められれば、遺留分減殺請求の対象になる。

その場合、各受益者の受けた財産上の利益の算定時期、その評価方法は必

ず しも明らかでない とい う問題がある。

② 任意後見契約

Aを 委任者 として任意後見契約を締結する。(ま たBに ついても任意後見契

約をしてお くことも考え られる。)

③ 法定後見

受益者連続型信託を利用すれば、A、Bが 死亡 しても信託契約によりDの 居

住は確保されている。しか し、信託受益権だけではDの 生活全般を支えてい く

ためには不十分である。

よってDに ついては法定後見を併用することが望ま しい。法定後見を利用す

21



れば、後見人等に取消権が付与 されるためDの 資産減少行為は防止できる。(た

だ しDに 対する法定後見では、い うまでもなくA、Bの 資産減少行為には対応

できない。)

④ 受益者代理人の選任

信託契約において受益者代理人を定めておけば、受益者代理人は当該受益者

の権利を行使することができる。判断能力が低いと認められるDの ために受益

者代理人を定めれば、当該代理人はDの ためにその権利行使できることになる。

っまり受益者代理 人は法定後見人 と類似の役割を果たすことが可能となる。

ただ、このようなケース(Dが 知的障害者)で は、基本的には法定後見制度

を利用すべきであると考えられているため、 とくに利用に際 して支障がなけれ

ば、法定後見を適用するべきであろう。法定後見を利用できない(Dが 身体障

害者などの)場 合においては、非常に有効な手段 といえる。

なお、その代理権の範囲は信託法92条 及び信託行為で定めることになるた

め、どのよ うな権利設定を行 うかについては注意を要す る。

このスキームについては、遺言により対応できるのではないかとい う疑問も

あ りうるだろ うが、遺言では受遺者連続はできないし、子Cの 遺留分の問題も

発生する。

※特別障害者扶養信託

一定の要件を満たす障害者の場合には
、特別障害者扶養信託により当該障害者

を受益者 とすることで、6,000万 円までの贈与は贈与税が非課税 となる特例が規

定されている(相 続税法21条 の4、 同法施行令4条 の7以 降)。

ただ しこの特例を適用できるのは、特別障害者に該当するような重度障害者に

限 られている。

ウ 移行型の利用

任意後見契約は、判断能力が低下してか ら任意後見監督人が選任 されて効力が生

じるが、判断能力低下前から財産管理等を援助 してもらいたいとい う場合は、任意

後見契約の移 行型を利用す る。

この段階から信託を発効 させることも可能である。

(2)法 定後見制度 と信託
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ア 法定後見の場合、後見人等の取消権が確保17されるため、信託の資産保全機能は

それほど大きな利点 とはならない。資産減少をもた らす法律行為を行って しまった

場合には後見人等が取 り消すことができるか らである。

ただし受益者連続信託の機能はこの場合でも有効であるので、信託契約を利用す

るメ リッ トはなお存在する。

イ 本人から信託契約を利用 したい とい う意向が示される場合に、法定後見人 として

信託契約の締結をす ること問題ないが、本人がそのような意向を示すことができな

い場合に、法定後見人の判断によ り信託契約を締結することができるか、について

はい くつか検討すべき問題がある。

一つは
、財産管理を職務とする成年後見人が、管理すべき本人の財産を信託財産

とすることは成年後見人の任務の 「丸投げ」であり自己執行義務に反するのではな

いか とい う点である。確かに、成年後見人には財産管理権が付与 されるため、財産

の管理をすることは主たる重要な職務 といえる。 しかし、成年後見人による財産管

理のみには限界がある。信託の資産確保機能、受益者連続機能の利用す ることは後

見人の義務を補 うことであって、職務放棄的色彩を有するものではないと考えるべ

きである。

つぎに受益者連続機能を利用す るとい うことは、本人の死後の財産処分方法を決

定することを意味するのに、本人の明確な意向なしに成年後見人の判断だけで受益

者連続信託を設定 しうるのか、それは遺言の一身専属性に反 しないかとい う問題で

ある。本人を第一次受益者 と設定するとしても、その受益権 を誰かに承継 させ ると

い うことは実質的には遺言と異な らない行為である。遺言は一身専属的意思表示で

あ り、遺言能力は通常の行為能力よりも低い もので足 りるとされている。 しか し、

その遺言能力す ら有 しない場合には、そもそも遺言などできない と解釈されるわけ

である。遺言は代理人がなしうるものではない。 したがって、 この点か らも本人の

明確な意向な しに成年後見人が信託を利用す るとい うことは困難である。

以上か らすれば、本人が遺言能力を有す る程度にあり、本人から信託を利用する

意向が示される場合においては、法定後見と信託を組み合わせて利用す ることが可

17後 見類型の場合は、 日常生活上の行為以外の法律行為にっいて取消権が当然に付与 され る。保佐類型の場合は、

民法13条1項 の各行為について取消権が付与 され る。補助類型の場合は、審判によ り定められた同意権留保行為

について取消権が付与される。
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能と考えるのである。

ウ 具体的活用

【具体例3】

高齢者Aに は妻Bと 子C、D(知 的障害者)が いる。預金3,600万 円と自宅不

動産があり、Aが 亡 くなった後は妻Bと 子Dが 、さらに妻Bも 亡くなった後は

子Dが 、預金から生活費を受取 り、この自宅で生活 していくことができるように

したい。Aが 認知症 とな り保佐開始審判がなされ、Zが 保佐人に選任された。A

は信託の利用を希望 している。

① 信託の利用

Zの 同意を得て18、Aが 、Xを 受託者、預金及び 自宅不動産を信託財産とし、

預金から生活費として毎月15万 円の給付を受けることと、及び、この自宅に

居住する利益を受益権の内容 として、Aを 第一次受益権者、Bを 第二次受益権

者、Dを 第三次受益権者 と定める。

(Zを 信託監督人 としてお くことも可能である。)

〈課税関係 〉

(イ)信 託設定時には、委託者=受 益者であるか ら、経済的な利益の移転は

なく、課税関係は生じない。

(ロ)A死 亡時には、Aか ら妻Bに 信託受益権の遺贈があったものとみなさ

れる(相 続税法第9条 の2第2項)。 この際、妻Bは 信託財産である預

金 と不動産を取得 したものとみなされ、相続税が課 される(同 第9条 の

2第6項)。

(ハ)妻Bの 死亡時には、子DにBか ら信託受益権の遺贈があったもの と

みなされ、相続税が課され る(同 第9条 の2第1項 、第6項)。

(二)信 託契約上、子Dの 死亡時に信託が終了する旨定めると、子Dの 死

亡と同時に信託が終了し、Dか ら残余財産の帰属者であるCに 信託受益

権の遺贈があったものとみなされ、相続税が課 される(同 第9条 の2第

4項)。 なお、CはDの 法定相続人ではないため、相続税の計算上、2割

18{臨 契約の締結は
、民法13条1項3号 の 「不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為」に

該 当す るもので、保佐人の同意を要す る。なお、保佐人に代理権が付与されている場合には、保佐人が代理 人とし

て信託契約を締結することもできる。
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加算の対象者 となる。

この場合も前記例2の ケースと同様、通常の相続によって資産が移動

した場合と変わらず、税務上のメリットは特にない。

② 保佐人Zの 主たる事務

信託により月々の生活費は確保 されるので、その金銭管理及びAの 身上監護

面に配慮する。

③Dの 法定後見

(1)イ ③ と同様、Dの ために法定後見を利用することが望ま しい。

(3)モ デル契約書の解説

巻末に移行型の任意後見契約(任 意代理契約&任 意後見契約)と 信託契約について

モデル契約書を掲載 した。

モデル契約書が想定する事案は以下の通 りである。

【高齢者である甲は、判断能力が低下 しつつあり、自己および高齢な妻丙の老後や障

害を抱える子丁の生活の行く末を心配 してお り、信頼す る友人の乙にあらかじめ身

上監護 と財産管理を依頼 し、毎月一定額の金銭の給付等をしてもらうことにした。

なお、甲は法定後見制度の開始の審判は受 けていない。】

以下、モデル契約書の要点を解説す る。

① 委任契約 ・任意後見契約(移 行型)

甲の身上監護のための、甲と乙との間の契約であり、乙を受任者 ・任意後見人

とする。

甲は、 「事理を弁識する能力が不十分な状況にある」(任 意後見契約に関する法

律4条1項)と はいえないが、身上監護 を乙に託す意思を有 しているので、委任

契約から任意後見契約に移行する内容の契約を締結することが望ま しい。

任意後見契約を締結することにより、たとえば、甲が乙に管理を託 した財産に

つき具体的に乙が甲のためにどのように使用するか、つま り、身上監護 について

の規定を定めてお くことができる(信 託契約のみでは、身上監護についてまで規

律することは難 しい)。

後述するように、信託契約の有償性については、信託業法 との関係で問題 とな
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るが、身上監護等の事務については有償としている19。

また、相続人 との トラブルを避 け、円滑に甲の死後事務を行 うべ く、後述の信

託契約 とあわせて、委任契約でも死後事務に関する規定を置いた20(他 方、死後

事務については、委任契約のみでは、預金の引出し等に関 し、金融機関 とトラブ

ルになるおそれがあるため、信託契約も利用する方がよい)。

② 信託契約

財産管理を目的 とする甲と乙との間の契約であり、乙を受託者、甲を委託者兼

当初受益者 とする(い わゆる自益信託)。

i甲 の財産の保全

上記の想定事案において、例えば、甲が判断能力の低下のため、十分な検討

を経ずに多額の保証債務を負 う保証契約を締結 し、保証人となってしまった場

合、債権者は、保証人たる甲か ら債権回収を図ることが予想 される2122。

甲が信託契約を締結 していない場合、債権者は、甲の財産から債権を回収す

ると思われる。

他方、甲が信託契約を締結 している場合、以下で述べるとお り、債権者が信

託財産から債権回収を行 うことは困難である。

第一に、債権者は甲に対して保証契約に基づく保証債務履行請求訴訟を提起

し、認容判決 を取得することを企図すると思われるが、原則 として、債権者が

当該認容判決に基づき、信託財産に対 し執行手続を行 うことはできない。

また、債権者は、甲の有する受益権に対 して執行手続を行 うことが予想 され

るが、甲の有する受益権は差押禁止債権(民 事執行法152条1項1号)と 判断

され うる。

第二に、債権者は乙に対 して詐害信託取消権(信 託法11条)に 基づく取消

訴訟を提起することが予想される。 この点、取消訴訟においては、債権者は、

19

20

21

2

身」匪鵠蔓等の事務の平均的な対価 を想定 している。当該対価により、有償で身上監護の事務を行った場合でも、「信

託の引受けを行 う営業」{信託業法2条1項)を 行った とはいえない。

民法653条 参照

本文では、債権者が債務名義を取得可能な事案を例 とした。かかる事案の場合、合理的な債権回収の要請が高い

場合が多い ことも否めず 、当該要諦を判断要素として、債権者に有利 な法的判断がなされ うることも予想 される。

他方、高齢者たる甲を対象 とする詐欺のような場合 、甲がその財産を失 うことは不当であることに疑いはないが、

かかる場合、甲が任意に財産 を渡 し、財産を失 うことは十分予想 される。信託契約を締結 し、預金、不動産等の財

産の名義を変更 し、財産を乙が管理 しておけば、甲の財産が保全 される可能 性は格段に高まる。
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信託の詐害性 を立証しなければならないが、保証契約締結が信託契約締結後に

なされたのであれば、原則 として詐害信託の立証はできない23。

第三に、信託財産が多額であるにも関わらず受益権の内容 として給付 される

金額が僅少である場合、債権者は破産管財人の双方未履行双務契約の解除権(破

産法53条)24を 念頭に配当による債権回収を企図し、甲の 「支払不能」(破 産

法15条)を 疎明 して、甲に対 し破産手続開始を申し立てることも予想 される。

この点において、本信託契約においては、甲の乙に対す る特段の義務は規定

されていないので25、破産管財人が本信託契約を双務契約 と立証することは困

難であり、破産管財人は信託契約 を解除できないと思料す る(信 託業法の問題

をクリアし、信託契約を有償 とす る場合でも、信託報酬は信託財産からの支出

にとどめるべきである)。

なお、受益権は差押禁止債権 とされる範囲で、破産財団には含まれない(破

産法34条3項2号)。

五 受益者連続

信託契約の締結により、甲が死亡するまでは自らを受益者 とし、甲の死後は、

妻丙あるいは子丁を受益者 として、その生活を支援することが可能 となる(後

継ぎ遺贈型受益者連続信託)。

ただし、受益者連続信託に関する権利を受益者が適正な対価 を負担せずに取

得 した場合においては、当該信託にその利益を受ける期間の制限その他、受益

者の権利の価値に作用する要因 となる制約が定めてあっても、その制約は付 さ

れていないものとみなすこととされている(相 続税法9条 の3)こ とには注意

が必要である。

また、後継 ぎ遺贈型の受益者連続信託を利用する場合、遺留分制度に服する

23

24

25

信託契約締結前に負担 した債務(住 宅ローン債 務等)が ある場合、詐害信託 とな らないよう受益権の内容を設定

す るか、受託者が当麟債務を信託契約と同時に引き受ける等の工夫が必要 となる。

債構 は破産管財人の詐害信託の否認(信 託法12条)も 念頭に置くと思われるが、委託者において否認 につき検

討 すべ き事項は、上記の詐害信託取消権で述べた内容 とほぼ重なると思われる。

法務省民事局妻事宮室 「信託法改正要綱試案補足説明」『信託法改正要綱試案と解説(別 冊NBL104号)』96頁

では、信託契約に関連 した委託者および受託者の債務の うち、未履行状態にあるもの として想定することができる

委託者の債務 として、①費用 ・報酬の支払債務、②追加信託義務、③1酪曲 「産の引渡 しに係 る債務を例 として挙げ

てお り、受託者の債務 として、④惜託事務遂行債務 、⑤法定帰属権利者たる委託者に対する残余財産の支払債務 を

例 として挙げている。その上で、通常の信託契約においては、①お よび②の債務を発生させ る特約が締結 されるこ

とは少なく、③ についても、通常は信託契約の締結直後に履行 され るため、 これが問題 となることはまれであると

考 えられると述べている。
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ことにも留意すべきである。

iii信 託報酬

受託者たる乙は、信託契約に基づき受託者 としての事務を行 う。したがって、

当該受託者 としての事務について報酬を受け取 ることは自然である。

しか し、信託業法は、信託業を 「信託の引受け(他 の取引に係 る費用に充て

るべき金銭の預託を受けるものその他他の取引に付随 して行われ るものであっ

て、その内容等を勘案 し、委託者及び受益者の保護のため支障を生ずることが

ないと認められるものとして政令で定めるものを除 く。以下同 じ。)を行 う営業」

(同法2条1項)と 定義 した上で、 「信託業は、内閣総理大臣の免許を受けた

者でなければ、営むことができない。」(同法3条)と 規定 している。 したがっ

て、受託者 としての事務につき報酬を受 け取る場合、信託業法違反、すなわち、

無免許で信託の引受けを行 う営業をしたか否かを問われることになる。

この点で、道垣内教授は、「受託者が信託財産の運用=投 資を行わない信託に

ついては、信託業法は適用 されない」 とする試案 を提示されている26。信託業

法の趣 旨に鑑みれば、道垣内教授の試案は合理性 を有すると思われ るが、実務

上信託契約を有償 としても信託業法には反 しない といえる状況にはないため、

モデル契約書においては、無償 ・有償を併記 している。

iv信 託監督人

受託者 乙の権利濫用 を防ぐために、弁護士を信託監督人 として選任す る旨規

定 した。

委任契約が任意後見契約に移行する際に任意後見監督人が選任されるところ、

乙に対する監督者を2名 おくことは不要であるので、任意後見監督人を信託監

督人とす る旨規定している。27

邪 道垣内弘人 『「預かること」 と信託一 「信託業法の適用 されない信託」の検討』ジュ リス ト1164号81頁 以下

邪 信託監督人は報酬を受ける旨規定 しているが、信託監督人としての業務は 「信託の引受 けを行 う営業」(信託業法

2条1項)と はいえないので、信託業法 に反 しないと考える。
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r



皿 遺言信託の活用に向けて

1は じめに

(1)現 行法下の遺言信託

遺言信託は、信託法3条2号 に定める設定方法による信託であり、具体的には 「特

定の者に対 し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定

の者が一定の目的に従い財産の管理または処分及びその他の当該 目的の達成のために

必要な行為をすべき旨の遺言をする方法」により設定され る信託である。遺言でなさ

れる以上、民法に規定 される遺言の要件 を充たす必要があることは当然で、遺言能力

のある者が一定の形式にしたがった遺言書を作成する必要がある。遺言信託は遺言の

効力の発生、すなわち遺言者の死亡(民 法985条)に よってその効力が生じ(信 託法

4条2項)、 委託者の相続人は原則 として委託者の地位 を承継 しない(同147条) 。 旧

法においても遺言による信託の設定は認められていたが、現行法は委託者の地位を相

続か ら切 り離 して、例えば相続人が受益者兼委託者になって信託を解除するなどとい

った事態が生 じないように手当て し28、また、新たに受託者 として指定 された者に対

する利害関係人からの引受の催告(同5条)、 指定された者がないときの裁判所への

選任 申立権(同6条)な どを制度化 して、遺言信託をより利用 しやすいものとするべ

く工夫 している。なお、信託も財産の処分の一種であることから遺言信託は遺言によ

る財産の処分 として遺贈に関する民法の規定が類推適用 され ると解 されている。

ところで、従来、信託銀行の実務では、遺言信託 とい う用語は遺言執行業務全般を

指す ものとして使われていた。財産権の移転を伴 う本来の 「遺言信託」は、遺言者や

その祖先の菩提 を弔 う費用、墓地の管理費用にあてるための永代供養信託、配偶者や

病弱の子に生活費を支給する生活扶助 目的の信託、奨学金や研究助成金等の給付を行

う公益信託等、限 られた用途に用い られることはあるが、その数は極めて少なかった

と言われている。現行法では旧法 と異なり、信託の目的財産 について必ず しも金銭に

見積 もることが出来るものに限 られないもの とされた。 これにより積極財産 と消極財

産 とを含む包括的な財産の信託が可能 とな り、アメリカなどで広 く行われているファ

ミリー トラス トを実現する手段たることが意識 されている点に新法の特徴がある。

田 旧法でも解釈上は委託者の相続人による解除権行使 を否定することが一般 であった
。
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(2)遺 言信託のニーズ

このように遺言信託が広 く利用できるように改められ、その利点 とともに一般に認

識されるようになると、遺言信託の利用が拡大することが予想 される。遺言信託のニ

ーズとしては、①親なき後の子、夫なき後の配偶者において、身体的、精神的能力が

減退 している場合の財産保護(子 のための財産保護、配偶者のための財産保護)、②遺

産を後継ぎ遺贈 させたい場合の財産保護(例 えば企業の創業者が複数世代にわたって

企業の支配権を維持 してい くことを考える場合)、③これ らが組み合わされた場合(例

えばとりあえずは遺産を配偶者の生活に使わせたいが、配偶者の死亡後には家業を継

ぐ第三者に財産を引き継 がせたいなど)な どが言われているところである。

このようなニーズか らすると、特に遺言信託の活用が期待 されるのは資産の投資運

用を目的としない民事信託 として とい うことができる。そこでは商事信託のような集

団的画一的処理ではない、委託者のニーズに応 じた受託者の個別的裁量的処理が要請

される。民事信託 としての遺言信託をみた場合、委託者 と受託者 との間には高度の個

人的信任関係が存することを前提に、信託 目的の柔軟な解釈29が要請 される点が特徴

である。

(3)ニ ーズに対する民法での対処 とその限界

このようなニーズに対する民法による対処 としては、例えば、信頼する第三者に対

す る負担付遺贈、能力減退者に対す る遺贈 と後見等の組み合わせ、能力減退者に対す

る遺贈 と解除権放棄特約を伴 う死後事務委任契約の組み合わせ、後継ぎ遺贈の遺言な

どが考えられた。但 し、これ らの対処では、例えば負担の実現について担保す る制度

がない、受遺者が破産 した場合に財産が守 られない、事情変更による管理方法等の変

更に対応できない(制 度的な柔軟さに欠ける)、後継ぎ遺贈の有効性が確定 していない、

判断能力の減退以外の事象(病 気等による身体能力の減退、浪費者等)に は対応でき

ない、死後事務の委託の効力が不明確などの問題がある。

脚 なお最判昭和58年3月18日 家庭裁判月報36・3・143は 、遺言の解釈について 「遺言書の文言を形式的 に判断

するだけではなく、遺 言者の真意を探求すべきものであり、遺言書が多数の条項からなる場合にその うちの特定の

条項を解釈するにあたっても、単に遺言書の中から当該条項のみをほかから切 り離 して抽出しその文言 を形式的 に

解釈す るだけでは十分ではなく、遺言書の全記載 との関連、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況

な どを考慮して遺言者の真意 を探求 し当該条項の趣 旨を確定すべきものであると解す るのが相当」としてお り、遺

言の成立には厳格な要式主義を貫くが、一旦成立 した遺言の解釈については柔軟な態度 を示 していると考えられる。

遺言信 託は遺言により設定 され るのであるから、その解釈について上記最判は当然に妥当する。さらに遺言宿旺 だ

けでなく、委託者から切 り離 された財産 を委託者の多様なニーズにそって管理処 分す る民事f繊 投について、そ

の解釈態度が要請され ると言 うべきか。
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これに対して、信託では倒産隔離機能、委託者の意思凍結機能の他に受託者の様々

な義務が法的30に担保 され るほか、受益者の介入権(信 託法32条4項)、 検査役制度

(同46条)、 損失てん補責任(同40条 。特に損失の推定に関する3項)、 権限違反行

為の取消権(同27条)、 差止請求権(同44条)が あり、負担実現に向けた制度的保

障が完備 されているほか、さらには事情変更による信託の変更(同150条)、 受託者

の解任(同58条)も 認められるなど制度的に柔軟さも確保 されている。また後継ぎ

遺贈型受益者連続信託により後継ぎ遺贈の実現が可能であり、受益者たる者の判断能

力の有無を問わず利用が可能などの特徴がある。このうち特に倒産隔離機能は、信託

でなければ提供されない機能であり、かつ、委託者のニーズを満たすのに極めて重要

な機能と言 うことができるだろ う。未だ 日本では遺言信託の利用は活発 とは言い難い

が、これら信託の持つ特性が広 く認識 されるようになると遺言信託の活用が盛んにな

ることは十分に考え られ る。

以下では、このように活用が期待 され る現行法下における民事信託 としての遺言信

託について、2、3の 問題を取 り上げる。

2遺 言信託では何を定める必要があるか

(1)信 託法の要件

遺言信託は遺言による信託の設定であるから、遺言に関する民法の規定、信託に関

する信託法の規定のいずれの要件も充た したものでなければならない(こ こでは民法

による遺言の要件には触れない。)。

信託法では、3条2号 で 「特定の者 に対 し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産

の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の 目的に従い財産の管理または処分及びそ

の他の当該 目的の達成のために必要な行為をすべき旨の遺言」とされていることから、

目的財産が特定 されるとともに、遺言者 により目的財産についての信託設定の意思 と

信託 目的が示 されなければならないことがわかる。信託法では受益者の指定は必須で

ない(い わゆる目的信託が認められる他、受益者は不特定、未存在の者でもよい)ほ

か、遺言信託に関してはさらに受託者の指定も必須ではない(指 定がない場合には利

30信 託事務遂行義務[信 託法29条1項) 、善管注意義務(同29条2項)、 忠実義務(同30条 乃至32条)、 公 平義

務(同33条)、 分別管理義務(同34条)、 情報提供義務(同36条 乃至39条)、 第三者委託に関連する義務(同35

条)な ど
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害関係人の申立てにより裁判所が選任する。法6条)。

ただ、遺言信託を設定する場合、遺言者 としては、遺言作成に際して受託者たるべ

き者 と十分に打合せ を行い、特にその信託によりどのような 目的を達成 したい と考え

ているのかについて受託者候補者 と意思疎通を図るとともに、受託者に就任すること

について内諾 を得ておくことが通常だろ う。実際のところ、遺言信託の場合、信託が

効力を生 じた時点では委託者は既に亡 くなっているだけに、受託者だけでなく利害関

係人たる受益者 さらに法定相続人にも十分に理解ができるように 「信託の目的」を出

来 うる限 り明確に表現することは相続紛争を回避す るために極めて重要である。さら

に受託者にこれを理解 してもらうことは、遺言者の意図の実現のためにも重要である

(委託者の希望(信 託の意図)を できるだけ詳細に書き込むことで遺言解釈の指針が

定まるため、信託 目的に関する受託者の裁量的解釈の幅(法149条2項 による変更、

150条1項 による変更の余地)を 広げることができ、個別の条項の解釈について何ら

かの疑義が生じた場合にも対応が容易になるだろう)。

なお、信託監督人の遺言による指定 もあわせて検討 され るべきだろう。信託監督人

は受託者の監視、監督について受益者を補完するものであ り、配偶者なき後、親なき

後の福祉型 と呼ばれる信託で特にその活用が期待され る。信託行為にその指定がない

場合、利害関係人の申立てにより裁判所が信託監督人を選任することが出来るとされ

ているが、信託監督人は全ての受益者のために設けられた制度であり、一部の受益者

のために機能することは予定されていないこと、法文上は 「受益者が受託者の監督を

適切に行 うことが出来ない特別の事情がある場合」とい うように厳 しく制限されてい

ること(法131条4項)か ら、例えば受益者の一部の者により監督が出来 るとされれ

ば申立てが却下される可能性がある。受益の期間が長期に及ぶような信託で、一部の

受益者において身体的、精神的能力が減退 しているような場合には、あらかじめ信託

行為において信託監督人の指定を行ってお くことが肝要である。

(2)遺 言執行者 と受託者

遺言信託を内容 とする遺言の中で受託者 とは別に遺言執行者 を定めることは当然に

認められる。また、遺言執行者が遺言信託の受託者 を兼任することは、従来から認め

られてきたところであ り、特にこれを排斥するべき理 由もない。ただ、信託財産に関

しては遺言執行者の職務は財産を受託者へ引継ぎするのみで終了 し、事後は受託者 と
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して信託 目的にしたがった信託財産の管理処分を行 うことになる。

3受 託者になるための資格の問題

(1)問 題点

信託業法はその2条1項 で 「この法律において 「信託業」とは、信託の引受け(他

の取引に係 る費用に充てるべき金銭の預託を受けるものその他他の取引に付随して行

われるものであって、その内容等を勘案 し、委託者及び受益者の保護のため支障を生

ず ることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。以下同 じ。)を行 う

営業をい う。」と定め、3条 において 「信託業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でな

ければ、営む ことができない。」 としている。つま り実現 しようとする信託が2条1

項の 「信託業」に該当する信託ならば、受託者は必ず免許を受けていなければならな

い。なお、2条1項 の営業について、金融庁(平 成16年11月10日 衆議院財務金融

委員会における政府参考人答弁)は 「営利 目的を持って反覆継続 して行 うことと解 し、

この場合の営利の目的 とは少なくとも収支相償 うこと」 としている。 このため無償で

(ないしは収支が相償わない形で)受 託をするのでない限 り、信託業については受託

者の担い手は免許を受けた信託会社(信 託業法2条2項)に 限 られてしま うおそれが

ある。他方で信託会社は、集団的画一的処理にな じむ事案以外 を取 り扱 うことが少な

いため、前記のような民事信託 としての遺言信託のニーズに応 じにくいのが実情であ

る。 ここに信託業法に言 う信託業を広く解す るならば、民事信託の受託者の担い手が

いなくなるとい う問題が生 じる。

(2)民 事信託において弁護士その他の専門職やNPOな どが(一 定の報酬 を得つつ)受

託者 となるための様々な信託業法回避アプローチ

ア 信託業法施行令による例外

先の信託業法2条1項 は政令による除外を定めているところ、信託業法施行令1

条の2第1号 は 「弁護士又は弁護士法人がその行 う弁護士業務 に必要な費用に充て

る目的で依頼者か ら金銭の預託を受ける行為その他の委任契約における受任者がそ

の行 う委任事務に必要な費用に充てる目的で委任者から金銭 の預託を受ける行為」

を、同2号 は 「請負契約における請負人がその行 う仕事に必要な費用に充てる目的

で注文者か ら金銭の預託を受ける行為」を信託業か ら除外 している。
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しか しながら、ここで除外が認 められるのは他の事務の 「費用」に充てる場合の

「金銭」のみであり、信託 目的が限定されている上に、金銭以外を信託財産とする

ことは出来ない。受託者 としては信託の受託 自体は無償 とし、ほかの業務と組み合

わせて報酬を得るほかない。 しか しながら、これはいかにも迂遠である。

イ 弁護士法3条1項 の 「一般の法律事務」に該当するもの として許認可等不要 とす

る考え方

弁護士法3条1項 は、「弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱

によって、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に

対する不服 申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行 うことを職務とする。」

と定める。弁護士に司法書士会への入会な しに司法書士業務を認める東京高判平成

7年11月29日 判時1557・52を 足がか りに、広 く 「一般の法律事務」に該当する

ものについては許認可等不要であるとする考 え方である。

しかしながら、上記は単に弁護士の職務を定めたものに過ぎず、これが信託業法

の例外として定められているわけではないため、解釈論 として無理があると言わざ

るを得ない。 さらに受託者 として弁護士以外の者が就任するニーズを満たすもので

もない。

ウ 投資 ・運用を伴わない単なる 「財産の預か り・移転」は 「信託」ではあるが、そ

の営業は信託業法に言 う 「信託業」には該当しない とする考え方(道 垣内弘人 ・ジ

ュリス ト1164・81)

信託業法の 目的が、国民の財産を安全有利に投資運用す ることで国民経済を活性

化 させるところにあった点を捉えて、受託者が信託財産の運用=投 資を行わない信

託については、信託業法は適用 されないとする考え方31である。

投資 ・運用の意味内容をどのよ うに捉えるか困難な問題が残 るものの、業法が本

来は商事信託を規制の対象にしようとしていたとい う立法趣 旨や民事信託の広範な

成立可能性、発展に適合的な解釈 とい うことができるだろう。

工 検討

以上見てきたようにいずれの考え方にも一長一短があるが、業法の趣 旨からする

ならば、信託財産の投資 ・運用を伴わない管理 ・保全または処分に留まる場合にま

31但 し、道垣内教授はあくまでも 「暫定的な試論」として展開されている。
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で規制対象 とする必要性は見いだせず、道垣内教授の考え方が基本的に支持 されて

然るべきだろう。これに付加するに遺言信託の活用が期待 され るのは、先に見たよ

うに親なき後、配偶者なき後な どを典型例 として、残 された者のための生活支援、

財産保護を図るべき場面であって、そこでは多くの場合、委託者 と受託者 との間に

高度な個人的信任関係が存することが前提である。 このような個人的信任関係 と金

融庁の説明する『「営業」、すなわち営利 目的をもって 「反覆継続」して行 うこと… 』

とい うのは一般的には両立 しにくいと言 うことができる。例 えば、偶々弁護士たる

個人が委託者 との従来の依頼関係 を通 じて形成 された個人的信任関係を背景に受託

者 となったに過ぎない場合に、(仮にその様な依頼者 が複数名存 したとしても)こ れ

をもって反覆継続の意思があるとは言えまい。

したがって、信託財産の投資 ・運用を伴わない管理 ・保全または処分に留まる場

合並びに委託者 との従前来の個人的な信任関係に基づき受託 されていることが明 ら

かな場合については、信託業法の適用外 として、受託者は許認可等を受ける必要な

く受託することが出来ると言ってしかるべきである。

4遺 留分との関係について

(1)遺 留分制度 と信託

次に しばしば議論 され る問題 として、信託による財産処分 と民法の遺留分制度 との

調整をとりあげる。すなわち遺留分を侵害する形で信託が設定 された場合、遺留分減

殺の対象 となる行為、減殺の相手方、減殺の内容は どのように理解すべきかである。

遺留分制度の趣 旨については大きく分けて二つの考え方がある。何人も自己の財産

を自由に処分できなければならないとい う思想 と、財産はできるだけ家族の中に留め

ておかなければならないとい う思想 との妥協のうえに成立 した制度 として 「個人主義

的処分自由に対する家族主義的家産擁護 の防塞」(中川 ・泉)と 捉える見解 と家督制度

廃止後の遺言こそが家族主義的な遺産承継の機能を担 うようになっているとの認識か

ら遺留分を 「平等な法定相続の砦」(伊藤昌司)と 捉えて尊重す る見解 とである。この

点、個々人が仮に家族主義的な遺産承継を望んだとしても、それを国家が排除 しなけ

ればならないほどの要請があるとは思えない。基本的には前者の捉え方に相続人の生

活保障や相続人間の平等(潜 在的持分の合理 的な清算)を 付加 して理解するのが正当
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とい うべきだろう。このような遺留分制度は公序を形成 しているとい うことができ、

信託といえども遺留分減殺請求の対象 となることは免れない。

ところで、最判平成14年11月5日 民集56・8・2069は 、生命保険の受取人の指

定や変更(受 取人を被相続人から第三者に変更)に ついて遺留分算定の基礎や減殺の

対象にはならない とした。 これを前提にすると、遺産の外部に資産を拠出 し、外部で

運用、管理、処分される生前信託についても同様のことが言えないかが一応の問題 と

なる。 しかしながら、保険料 と保険金 との関係は集団的な リスクヘ ッジの中で埋没 し

ていて個別的直接的な関係がないのに対 して、信託では個々の信託ごとに分別管理の

もと財産の管理処分等が行われ るのであ り、信託財産(遺 産か ら外れてい く財産)と

その結果生 じる受益権 との関係は極めて強固である(民 事信託ではより一層そのよう

にいえる)。したがって、生命保険 と同様には解 しえず、信託による遺留分の侵害の可

能性 自体は認めざるをえないだろ う。

(2)遺 留分額の算定と信託

ア 具体的な遺留分算定の基礎 となる財産と信託

民法1029条1項 は具体的な遺留分を算定するに際 してその基礎 となる財産につ

いて 「遺留分は、被相続人が相続開始の時において有 した財産の価額にその贈与し

た財産の価額を加 えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。」 と定める。

この うち、「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額」は、相続財産中の

積極財産を意味 し、かつ、遺贈や死因贈与された財産は(こ れ らがなかったものと

い う仮定を用いて)ま だ相続財産の中に含まれると解されている。さらに生前に 「贈

与した財産の価額」が持戻 されてこれに加算 される。信託による財産の処分も、こ

れによる遺留分の侵害があり得 るのだから当然に持戻 しの対象になる。具体的には

「被相続人が相続開始の時において有 した財産の価額」には遺言信託により処分さ

れた財産の価額を含み、また、加算されるべき 「贈与 した財産の価額」には生前に

信託処分 された財産の価額が含まれる。ただ、ここで持ち戻 されるべき価額は、信

託 目的物の価額そのものか、あるいは受益者の得る受益権の総額のどちらなのだろ

うか。

この点について、遺留分制度 とは、客観的に保護 されるべき相続人(つ ま り兄弟

姉妹以外の法定相続人)の 保護 されるべき相続財産の範囲を決定するためのもので
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ある。また、遺留分 として算出された結果 と実際の被相続人による財産の処分 との

ズレを正すことが減殺請求権の趣旨であるとするなら、遺留分はあくまでも被相続

人の財産処分(死 亡時及び原則死亡前1年 間の財産処分)が なかったものとして、

これとは無関係に定められなければならない と言 うべきだろう。遺留分の算定にあ

た り(被 相続人の財産処分に信託は当然に含まれるとしても)受 益権の総額を持ち

戻 しの対象 とするのは減殺請求権の趣旨にそ ぐわない結果を生むことになる。っま

り、持ち戻 され るべきは信託の目的物の価額そのものと言 うべきである。実際上、

新法で信託が柔軟かつ広範に利用できるようになった状況のもと、受益権の総額を

もって算定の基礎 とすれば、例 えば目的信託(公 益信託に限らず、飼い犬の養育の

ために全財産をつぎ込む信託が行われた場 合などを想定 されたい)の ように受益者

がいない場合、遺留分額が倭小化されてしま う不都合が生ず ることになる。また受

益者が不特定、未確定な場合も受益権総額は把握 しがたい。 ことに民事信託では前

述のように個人的信任関係を背景に、受託者による個別的裁量的な信託の目的の柔

軟な解釈が要請される場面が多い と想定され るため、持ち戻 し対象を受益権総額 と

解すると、実際にそれを把握するのは困難 を極めることになるだろう。また、相続

開始前1年 間にした贈与、当事者双方が遺留分権利者に損害を加 えることを知って

した1年 より前の贈与のほか、相続人の特別受益は期間無制限で持ち戻され る(民

法1030条 、1044条 、903条)が 、ここでいうところの相続開始1年 以内の贈与 と

は贈与契約の締結時が相続開始前1年 以内であることであ り、契約締結が1年 超前

な らば履行が1年 以内であってもこれにあたらないとす るのが通説である。ここで

贈与について、信託 目的物の価額ではなく、受益権総額をベースにする考え方(あ

たかも自益信託により一旦受益権を被相続人が取得 したものと理解 し、あとは被相

続人による受益権の処分の問題 と捉える考え方)の 場合、例えば相続開始1年 超前

の他益信託契約を原因 として1年 前から相続開始までに発生 した受益、さらには相

続開始後の受益も持ち戻 しの対象にな り、遺留分算定の基礎 となる財産に含めて考

えることになると思われるが、これはおそらく上記通説の考 え方からは乖離する。

贈与については、受益権の処分ではなく信託の設定そのもの と捉え、他方で1年 超

前に設定された他益信託は(そ の受益が被相続人の死亡前1年 以内並びに将来にわ

たろうと)原 則的に遺留分算定の基礎 となる財産には含まない(=つ ま りは遺留分
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減殺の対象にもな らない)と 解す る方が、む しろ信託の保護 にっながると言 うべき

だろ う。

イ 減殺の対象 となる行為、相手方 と信託

一旦
、遺留分が算出され、これが侵害されていることが判明すると、今度は具体

的な減殺の対象行為を順次減殺 してい くことになる。ここでも減殺の対象は被相続

人が行った信託の設定行為か、受益者 による受益のどちらであるが問題 となるが、

上記同様に信託の設定 自体を減殺の対象 と捉 えるべきだろ う。信託の設定 自体は贈

与ではないが、自益信託以外の信託、すなわち他益信託 と目的信託はいずれ も贈与

に準 じる財産処分(他 益信託に関しては導管を用いた贈与)と 見ることができるし、

その効力発生によりただちに相続財産から信託財産は除外 され るからである。

減殺の対象は遺言による信託、相続開始前1年 以内の他益信託、遺留分権者を害

することを知って行われた1年 超前の他益信託、推定相続人の特別受益にあたる他

益信託である。

減殺請求の相手方については、減殺の対象 となる行為を信託設定行為と捉える以

上は原則 として受託者とい うことになる。特に目的信託等においては受託者 を減殺

請求の相手方 とみるほかない。ただ、信託設定行為について減殺請求権が行使 され

た結果、受託者が相続人に返還すべき債務について、その引当財産は信託財産に限

定され るだろうか。信託事務の処理 について生じた権利 として信託財産責任負担債

務 と解することまでは大きな問題 はない。 しかしそれだけでは引当財産は信託財産

に限定されず、受託者の固有財産も引当財産にならざるを得ない。 これはいかにも

不当である。 しか しながら、現行法上は、ただちに引当財産を信託財産に限定する

解釈をとることは難 しそ うである。法75条6項 は受託者の変更の場合に、前受託

者が新受託者に対 して行 う費用償還請求その他の請求について、新受託者が負担す

る債務 は信託財産のみを引当財産 とすることを定めているが、受託者の行為以外の

原因に基づき、受託者が責めを負 うべき場面でないにも拘わ らず、受託者が負担す

るべき債務とい う意味で、減殺請求を受けた受託者の責任 と類似する。同条同項を

類推適用することにより引当財産を信託財産に限定することは考慮 されてよい。

もちろん、信託により現に受益者に受益が生 じているのであれば、受託者だけで

なく受益者も並列的に減殺請求の相手方にな り、減殺請求者は受益者を相手方 とし
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て受益の限度で減殺請求を行 うことも可能 と言 うべきである。遺留分の侵害行為は

信託の設定そのものであるが、その信託行為において受益者の受益が予定されてい

る以上、受託者 とともに受益者が減殺請求の相手方になるとすることは当然だから

である。

ウ 「当事者双方が遺留分権利者に損害を加 えることを知って」(民1030条 後段)

民法1030条 後段は 「当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って」

贈与をしたときは相続開始の1年 超前にしたものについても減殺出来るとす る。生

前信託が行われた場合、ここで当事者双方 とは、委託者たる被相続人 と受託者か、

委託者たる被相続人 と受益者か、委託者たる被相続人 と受託者、受益者の双方か。

信託行為による信託財産の受託者への移転、処分を減殺対象 とする場合、信託契

約の当事者は委託者 と受託者であ り、そうすると委託者の他に受託者の悪意を問題

とすべきように見 える。 しかしながら、相続開始の1年 超前の贈与について減殺請

求の要件に悪意を要求 して減殺対象を限定 したのは明 らかに取引安全のためである。

信託において受託者は、自らが受益者 となる場合を除いて信託の利益を享受するも

のでなく、受託者の主観は取引安全 と関係がない。この点、詐害信託に関する信託

法11条 は、全部または一部の受益者が受益権を得たときに善意であれば取消権の

行使は出来ないもの としているが、基 本的にはこれ と同様に、受託者の主観は関係

無 く、委託者のほか全受益者が受益権者 となった時点で悪意の場合にはじめて減殺

請求が出来ると解すべきだろ う。ただ、ここでも受託者の主観に拘わらず受託者が

減殺請求の相手方 にな りえることを認めることになるだけに、その引当財産は前同

様に信託財産を限度 とすると解すべきである。

工 減殺請求の性質と効力

減殺請求の性質 と効力は民法により、形成権の行使 として信託行為が失効 し、原

物返還を原則 に、受託者または受益者の選択により価額弁償が行われることになる。

ここで言 う原物 とは相手方が受託者の場合は信託財産、受益者の場合は過去に受け

た具体的受益 と将来にわたる受益権の総体とい うべきだろう。遺留分減殺に応 じた

(価額弁償ない しは原物返還)こ とにより信託の 目的が達成できな くなる場合、信

託財産がなくなった場合、信託は終了 し清算手続 に入ることになる。

39



5最 後に

市井の弁護士としては未だ意識的に信託に接す る機会は多 くないだろう。 しか しなが

ら、無意識の うちにも例えば誰かの財産を特定の 目的のために預かる(委 ね られる)と

い うことはよくあるし、多 くの場合、それはすなわち信託を設定 しているとい うことな

のである。今後、高齢化社会を迎えて財産の管理能力減退が窺われる事案が増大すると、

意識的か無意識かは別に、信託の需要はますます増えることが予想 される。特に遺言信

託にあっては、生前信託に見 られるよ うな委託者の財産処分に対す るアレルギーも減ず

るだろ うから、その有用性 さえ一般に認識 されれば、今後大いに利用が進むと考えられ

るところである。本項は遺言信託の活用に向けての一考察であるが、今後、研究の進め

られることを期待 したい。

1V事 業承継 と信託

1は じめに ～中小企業の現状と事業承継

(1)現 在の我が国においては、中小企業は、企業数で全体の9割 以上を占め、その大部

分は同族会社 とされている32。

中小企業においては、株式は同族が専有し、所有 と経営が一致 し、会社資産と経営

者の個人資産が分離 していない場合が大多数であるが、このような状況が、円滑な事

業承継を困難 としている。すなわち、安定的な経営権の承継のためには、株式等の経

営者の財産を後継者に集中的に承継させ る必要があるが、均等相続や遺留分制度等、

非後継者の有する権利のため、後継者への集中承継が困難な状況にあるのである。

そして、事業を承継するに際 しては、相続税 ・贈与税等の税金の負担 といった問題

も避 けては通れない。

(2)近 年、中小企業経営者の平均年齢が上昇 し、平均年齢が60歳 に近い状態にあると

いわれているが、それにもかかわらず、後継者不足等から後継者 を決定することがで

胆 国税庁 「平成16年 分税務統計から見た法人企業の実態」(平成17年12月)に よれば、資本金 又は出資金が1億

円未満の企業の うち、約95%が 同族会社(株 主等の3人 以下及びこれ らの同族関係者(個 人及び法人)が 有す る株

式の総数又は出資金額の合計額が、その法人の発行済株式の総数又は出資金額の50%以 上に相当す る法人)と され

ている。
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きず、事業が円滑に承継 されないケースが多くみられるところである。

政府においても、中小企業庁 が 「事業承継ハン ドブック」を作成 し、「中小企業にお

ける経営の承継の円滑化に関する法律」(以下 「経営承継円滑化法」とい う)を 制定す

るなど、中小企業の事業の円滑な承継に向けた取 り組みを行っているところであるが、

十分な役割を果た しているとは言い難い。

(3)既 述のとおり、事業承継においては、①後継者への事業用資産の集 中と後継者以外

の相続人への配慮(遺 留分の考慮)、 ②相続税 ・贈与税等の税金の負担、とい う2っ

の大きな課題があ り、この課題が、事業の円滑な承継にとって大きな障害になってい

るといえる。

ところで、事業承継の方法としては、主として、①親族内承継、②従業員等への承

継、③M&A、 の3つ があるが33、この うち、多 くの場合は①の親族内承継であり、そ

の承継方法 として、遺言(あ るいは相続を前提 とした生前贈与)が 一般的である。

本項では、中小企業の事業を、信託 を用いて承継させる場合の利点 と問題点につい

て、遺言あるいは生前贈与による事業承継 と比較 しなが ら検討を加えるものである。

2遺 言あるいは生前贈与による事業承継

(1)は じめに

中小企業の経営者が親族の後継者に事業を承継するために用いられている最 も多く

の方法は、経営者の自社株式や事業用資産を全て後継者 に相続 させる、あるいは贈与

するとい うものである。

しか し、この場合、前述のとおり、後継者以外の相続人への配慮が必要となる。す

なわち、非後継者から、遺留分減殺請求がなされる可能性があるため、これへの対応

が必要となるのである。また、相続税 ・贈与税等の税金の負担についても考慮 しなけ

ればならない。

(2)後 継者以外の相続人への配慮

ア この うち、後継者以外の相続人への配慮としては、種類株式発行会社にして、普

通株式のほかに議決権制限株式を発行 し、後継者には普通株式を相続させ、非後継

者には議決権制限株式を相続 させることが考えられ る。 この方法を とれば、会社の

譜 この3つ の方法については、中小企業庁 「事業承継ハン ドブック」 において詳細な記述がな されている。

41



経営は後継者に集中できる一方、非後継者か らの遺留分減殺請求がなされ ることを

防ぐことができる。また、普通株式のほかに拒否権付株式を発行 しておき、普通株

式については後継者 と非後継者に相続 させるが、拒否権付株式については後継者の

みに相続させ、後継者に拒否権の発動を留保させる仕組みを構築 してお くことも考

えられる。

ただ し、種類株式発行会社 とするためには、定款変更34等の会社法上の手続を経

る必要があるとい う問題がある。経営者が株式を独 占しているのであれば、手続を

経ることは容易であるが、そ うでなければ、この手続 を経ることが困難であり、し

たがって、後継者に経営権を集中させることができない。また、拒否権付株式は、

自己の意思に反す る決議を拒否することができるにとどま り、積極的に会社の意思

を決定することができるわけではない、 とい う問題がある。

イ なお、経営承継 円滑化法により、一定の要件を満たせば、①後継者が経営者から

生前贈与によって取得 した自社株式にっいて遺留分算定の基礎財産にしないこと、

②後継者が経営者から生前贈与によって取得 した自社株式について遺留分算定の基

礎財産に参入する価額 を合意時点 とすること、が認められるようになった。①によ

れば、後継者が取得 した株式は、遺留分算定の基礎財産に含まれず、 したがって遺

留分減殺の対象から除外 されるので、相続によって自社株式が分散することを防止

することができる。また、②によれば、遺留分算定の基礎財産に参入する際、その

価額が当該合意の時における価額に固定されるので、後継者は、将来の価値上昇に

よる遺留分の増大を心配することなく経営に専念することが可能 となる。

ただ し、これ らの効力を生 じさせるためには、後継者と非後継者が合意をするな

どの要件が必要であることには留意す る必要がある。

(3)相 続税 ・贈与税の負担

次に、相続税 ・贈与税の税金の負担については、経営承継円滑化法において、非上

場株式等に係る相続税の納税が猶予される制度が創設 され、一定の要件を備 えた非上

場の中小企業の株式等に係 る課税価格の80%に 対応する相続税の納税が猶予される

こととなった。

しかし、この制度も、あくまで相続税の猶予であって、免除ではない。また、株式

誕 株主総会の特別決議が必要 となる(会 社法309条2項11号)
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の評価について変更を加えるものではないため、相続税額 自体を引き下げるものでは

なく、相続税の負担が軽減 されるものではない。

3信 託を利用 した場合の利点について

このように、遺言あるいは生前贈与による事業承継においては、後継者以外の相続人

への配慮や、相続税 ・贈与税の負担 とい う問題がある。

そこで、信託を利用 して円滑に事業を承継することが考えられ るが、以下、信託を利

用 した場合の利点について、遺言あるいは生前贈与の場合 と比較 して述べる。

(1)経 営者の意思実現

遺言の場合は、経営者一人の意思で可能であるが、その実現のためには、遺言執行

者に委ねる必要がある。また、遺言書に経営者の意思を記載できるとは限らず、経営

者の意思が反映されない可能性がある。遺言については、後 にいつでも撤回できるこ

とから、非後継者が、意思能力の減退 した経営者に圧力をかけて遺言を撤回させ、あ

るいは後継者 として予定されている者 を排除する遺言を作成 させ ることにより、経営

者の意思を妨げる可能 性もある。そして、このようなリスクを避けるために、後継者

に対 して株式を生前に贈与す ることも考えられるが、この場合、経営者は経営に関与

することができなくなることになる。

これに対して、信託を用いた場合は、信託行為に規定を置 くことで柔軟な対応が可

能 とな り35、経営者の意思に基づいた経営の承継が可能 となる。

(2)経 営権の分散防止

遺言や生前贈与の場合は、財産をどのように分配するかが中心の問題 となる。 した

がって、種類株式発行会社にして種類株式を発行する等の手続きをあらか じめ経てお

かなければ、経営者の有する株式が後継者以外の者にも分配 され る可能性があ り、経

営権が分散することになりかねない。

これに対 して、信託を用いた場合、例えば、経営者 の株式等を受託者に移転 し、議

決権の行使については承継者に独 占させ、受益権 にっいては一定割合で非承継人に配

分することとすれば、経営権の分散を避けることが可能 となるし、遺留分減殺請求に

貼 例えば、後述のとお り、信託において、経営者が存命の場合は議決権は経営者が有 し、経営者が死亡すれば議決

権は後継者が有するとの規定を置くことも可能である。
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よる紛 争も予防できる。

(3)受 益者について

遺言の場合は、遺言者が死亡 したときに存在する者 しか相続を受けることができな

い。また、相続 されるのは、その時に存在 している財産に限られる。

信託の場合は、現在存在する者に限らず、将来存在するであろう者をも受益者 とし

て指定す ることができるし、自分が死亡 したときに自分に代わって受益者の指定また

は変更を行 う者を定めることもできる。 したがって、後継者が具体的に定まらない と

きでも、後継者の満たすべき条件 を定めることによって事業の承継を円滑に進めるこ

とができる。また、後継ぎ遺贈型受益者連続信託によって、孫の世代の後継者につい

ても、自己の意思で決定することができる。

4事 業承継の想定事例

信託を利用 した事業承継 として、下記ケースが考えられる。

(1)ケ ース1

【経営者Aが 、2人 の子のうち、長男Xに 対 して経営権 を取得 させ、次男Yに 対 して

は、経営権は取得 させずに経済的利益のみを取得 させる場合】

ア 信託を利用 した方法としては、次の2つ が考えられる。

① 遺言代用信託を用いる方法

経営者Aが 、生前に、自社株式を対象に信託 を設定し、信託契約において、自

らを当初受益者 とし、議決権行使の指図権を委託者兼受益者であるA自 身に付与

するが、自らが死亡 したときには、長男Xと 次男Yが 受益権を取得することとし、

議決権行使の指図権については長男Xの みに付与する。

② 他益信託を用いる方法

経営者Aが 、生前に、自社株式を対象に信託を設定 し、信託契約において、長

男Xと 次男Yを 受益者 とするが、議決権行使の指図権を、経営者Aが 生存中は

経営者Aに 、経営者Aが 死亡後は長男Xの みに付与する。

イ この①②の方法は、遺言や生前贈与によって株式それ 自体を承継させる場合と比

較 して、議決権の分散化の防止 に資する。また、長男Xは 、経営者の相続開始 と同

時に議決権行使の指図権を有することになるから、経営上の空白期間が生 じずに円
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滑に事業承継がな されることになる。

そ して、遺留分に配慮 した受益権の配分を決定 しておけば、遺留分をめぐる紛争

を防止することができる36。

ウ ところで、議決権制限株式や拒否権付株式な どの種類株式を利用すれば、この①

②の方法と同様の効果を得ることができる。

しか しながら、既述のとお り、種類株式を発行するためには、株主総会の特別決

議等の手続が必要であ り、煩雑である37。

エ ①②の方法は、経営者Aの 死後は、複数の受益者のうち特定の者(長 男X)の み

に議決権行使の指図権を集中させるものであるが、非公開会社においては、議決権

について株主ごとの異なる取 り扱いを定めることが認められていることから(会 社

法109条2項)、 会社法上の問題は生 じないと考えられている38。

オ なお、中小企業においては、多くの場合株式譲渡制限が付 されているが、譲渡制

限の付された株式について信託を設定する場合は、取締役会等において譲渡承認決

議を経る必要があることには留意する必要がある。

(2)ケ ース2

【経営者Aが 、2人 の子の うち、経営権は次男Yに 取得 させ、長男Xに 対 しては経営

権を取得させないが、次男Yが 死亡後は長男Xの 子(経 営者の孫)Zに 経営権を取

得 させる場合】

信託を利用する方法としては、後継ぎ遺贈型受益者連続信託が考えられる。

すなわち、経営者Aが 自社株式を対象に信託を設定 し、信託契約において、受益権

については、当初は経営者A自 身とし、自らが死亡 した ときは長男Xと 次男Y、 そ し

て、この2名 が死亡 したときはZと するが、議決権行使の指図権については、当初は

経営者A自 身とし、経営者A死 亡後は次男Y、 次男Yが 死亡 した場合は孫Zに 付与

す るものである。

この方法によれば、経営者Aは 、子の世代だけではなく孫の世代の後継者について

37

議決権行使の指図権は、独立して取引の対象 となる財産ではないため、財産的価値はなく、 したがって、遺留分

算定のための基礎財産に参入 されない と考え られている。

但 し、会社 において、種類株式制度を一旦構築 しておけば、以後の手続は簡便になることか ら、この点は信託 を

用いる場合に比べて利点といえる。

信託を活用 した中小企業の事業承継 円滑化に関する研究会 「中間整理～信託を活用 した中小企業の事業承継の円

滑化に向けて～」参照。
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も、自分の意思で決定することができ、受益権については、遺留分 に配慮 した分配を

行 うことで、遺留分をめぐる紛争を防止することができる。

5信 託を利用 した場合の問題点

上記のとお り、信託を活用すれば、経営権の承継の方法について自由に設計すること

ができることから、単純に遺言や生前贈与により経営権を後継者に承継 させ る場合に比

べて、優位な点が多い。

しか しなが ら、下記の問題点もあることに留意が必要である。

(1)期 間の問題

信託は、長期間の財産管理のための制度であるが、永久に存続す るものではない。

したがって、信託が終了したときの財産の帰属方法を定めておかなければならない。

また、後継ぎ遺贈型の受益者連続にっいては、30年 、3世 代程度で終了することに

なるか ら、信託終了時の財産帰属についてもある程度念頭に置いておく必要がある。

(2)税 務 との関係

既述の とお り、事業承継においては、後継者以外の相続人への配慮(遺 留分の考慮)

と、相続税 ・贈与税の税金の負担 とい う2つ の大きな課題がある。

前者の課題については信託において解決することが可能であるが、後者については、

信託を用いることによる税務上のメリットがほとんどないといわざるをえない。

6最 後に

(1)以 上述べてきたとお り、信託を活用 した場 合、経営権の承継の方法について 自由に

設計することができることから、単純に遺言や生前贈与により経営権 を後継者 に承継

させ る場合に比べて、優位な点が多い。

ただ し、税務面でのメリットがほとん どない点が、信託の活用を阻害するようにも

思われる。税務面に関しては、「信託を活用 した中小企業の事業承継 円滑化に関する研

究会」が経営承継 円滑化法の適用の可否 とい う観点か ら検討を進めているようである

が、さらに進んで、税務面でのメリットが生 じるような措置が講 じられれば、事業承

継の場面において、信託の活用が広まるであろう。

(2)今 後、弁護士としては、事業承継 に関与する場面が増加すると思われる。
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従前であれば、遺言の作成や遺産分割調停への対応など、相続財産をめぐる紛争の

解決の場面での関与が中心であった。

しかしながら、今後は、事業承継スキームの構築が重要になるであろうし、その際、

信託を活用するとい うことも視野に入れる必要があると思われる。

そ して、信託を利用 した場合、単に事業承継スキームの構築にとどまらず、受託者

として株式を管理する場面も想定 される。その場合、受託者 としての権利義務につい

て十分理解 して行動 しなければならない。

V信 託税制について

1信 託税制の概要

信託に関する課税関係は、各 当事者が法人の場合 と個人の場合があるので、それぞれ

法人税法、所得税法に規定が設 けられている。また、信託に関連 して相続、贈与等が発

生 した場合の課税関係は相続税法が規定 している(信 託税 といった税 目はない)。

2法 人税 ・所得税の基本的な体系

原則

類型

受益者等課税

信託

受託者への課税

なし

受益者への課税

信託収益の発生時点

で課税

考え方

信託財産から生 じる収益の

形式的な帰属主体である受

託者は単なる名義人にすぎ

ず、他にその収益を享受す

る者がいる場合にはその実

質に即 して課税する(受 託

者は単なる導管(パ ススル

ー)に 過ぎない)
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例外 集団投資信託、

退職年金等信

託、特定公益信

託

法人課税信託

なし

信託段階におい

て受託者を納税

義務者として法

人税を課税

信託収益を現実に受

領した時点で課税

(信託収益を現実に

受領した時点で課税)

信託が個人のための利用よ

りも多数者が参加する投資

スキームとして活用される

のが現状であるためその実

態に応じて課税。例えば投

資信託だと、受益者は多数

であるにも拘らず、受託者

は信託財産を一体として運

用しているため、各受益者

は財産に対 して一種の持分

権を有す るに過 ぎないか

ら、収益発生時に課税する

と処理が煩雑になる。

経済的利益が長期間にわた

り信託財産内部に留保され

る傾向がある点で法人に類

似

3原 則的な信託(受 益者等課税信託)の 躁税関係

(1)信 託設定時

委託者→受託者→受益者

個人→○→旧人

個人→○→法人

法人→○→個人

法人→○→法人

委託者

対価あり:譲 渡所得(所

法33条)

対価なし:課 税なし

対価あり:譲 渡所得(所

法33条)

対価が低廉(1!2未 満):

みなし時価譲渡課税

対価あり:譲 渡益課税

対価な し1寄 付金課税

(法法37条 ⑦⑧)

対価あり:譲 渡益課税

対価なし:寄 付金課税

(法法37条 ⑦薗)

受託者

課税なし

課税なし

課税なし

課税なし

受益者

対価あり:糠 悦なし

対価な し:委 託者から

「信託の権利」の贈与

(相法9条 の2①)

対価あり:課 税なし

対価なし:受 贈益課税

(法法22条)

対価あり1課 税なし

対価なし:所 得税(一 時

所得)課 税

対価あり:課 税なし

対価なし:受 贈益課税

(法法22条)
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(2)信 託期間中(信 託財産にかかる所得)

委託者→受託者→受益者

個人→○→個人

個人→○→法人

法人→○→個人

法人→○→法人

委託者 受託者

課税なし

課税なし

課税なし

課税なし

受益者

資産負債を有し、収益費

用が帰属する

資産負債を有し、収益費

用が帰属する

資産負債を有し、収益費

用が帰属する

資産負債を有し、収益費

用が帰属する

(3)信 託終了時

委託者→受託者→受益者 委託者 受託者

課税なし

受益者

課税なし

4信 託に対する相続税 ・贈与税の躁税

信託の効力が生じた場合において適正な対価を負担せずに受益者等となる者があると

き、その者は信託に関する権利を委託者から贈与により取得したものとみなされ、贈与

税が課税される。信託の効力発生が、遺言による信託の場合には、遺贈により信託に関

する権利を取得したものとみなされ、贈与税ではなく相続税が課される(相 続税法9条

の2①)

VI弁 護士業務と信託制度

1信 託の活用と弁護士業務

(1)民 事信託 と弁護士業務の接点

従来、商事信託に比べて民事信託の活用事例は低調であったとされるが、これは、

旧信託法の規定が十分に整備 されていなかったことに加 えて、新たな法務サービスの

提供のための対応準備が弁護士において十分なされなかったことが影響 しているもの

と思われる39。

田 信託スキームを活用するについては、適 当な受託者を見出す必要があるが、弁護士が受託者となることは、信託
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信託法の改正に伴い、信託スキーム活用の前提 となる法律上の規定の手当てがな さ

れた以上、サー ビス提案の選択肢の一つ として信託スキームの活用提案は、弁護士の

業務範囲の拡大とい う観点からも、弁護士にとって検討すべき業務課題の一つ となろ

う。

但し、信託スキームの活用は、当該スキームが法律的に実現可能であることは当然

として、現実に活用するについて想定 され る事実上の障害や問題点の検討が必要とな

る。以下、弁護士が信託スキームに関与するについての法律上 ・事実上の課題 を検討

したい。

(2)民 事信託の活用 と信託法における弁護士の関与態様

民事信託の活用場面 としては、以下のよ うなものが想定 されている。

① 高齢者 ・障害者の生活支援のための信託スキームの活用

② 任意後見契約に伴 う死亡後の事務を行 うための信託の活用

③ 遺言による信託の活用

④ 土地信託による信託の活用

⑤ 事業承継 と信託の活用

各スキームについては、それぞれメリット・デメ リットを有するが、それぞれの信

託法の活用スキームに際 して、弁護士が関与する態様 としては、以下のようなものが

想定 される。

ア スキームの組成者 としての関与

弁護士 としては、相続対応や資産運用の一環 として、何 らかの形で依頼者か ら資

産管理についての相談を受けること等を契機 として、信託スキームの活用を検討す

ることになる。当該弁護士が信託行為の委託者から相談を受けた場合には、受託者

や信託管理人、受益者代理人 として関与することは、利益相反(弁 護士法25条 参

照)の 問題が生 じる可能性がある。かかる利益相反の問題を回避するため、信託ス

キームの立案に際 しては、当該弁護士以外の他の弁護士を受託者 ・信託管理人 ・受

益者代理人等 として選定 し、法律事務の処理や信託財産の管理についての担い手を

確保することが必要 となる。

業法による規制 との関係で届け出義務坤の過大な負担を生 じる可能性があるため、事実上の限界がある。現時点で

は、弁護士が業務 として受託者として信託スキームに関与す ることが、信託業法の規制の対象外であることが明示

的ではなく、このことも、弁護士が信託スキームを活用する上での1聴 となっている。
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また、信託スキームの立案に際 しては、他の弁護士の確保以外に、身上介護等の

事実行為の担い手の確保 も必要であり、これ らの関係者 とのネッ トワークの構築も

課題 となろ う。

イ 受託者等としての関与

信託業法は、信託業を行 うには内閣総理大臣の免許を必要とし(信 託業法3条)、

また、管理型信託業如を行 うには、内閣総理大臣の登録 を受ける必要がある(信 託

業法7条1項)41。

信託業 とは、「信託の引き受けを行 う営業」と定義 されてお り(信 託業法2条1

項)、 営利の目的をもって反復継続的に他人から財産権の移転その他の処分を受け、

一定の目的に従いその財産の管理または処分を行 うことを引き受 けることをい うと

され る42。

弁護士が、法律事務の処理の一環 として、信託についての受託者 となることは、

営業として執 り行 う以上、形式的には信託業に該当する余地がある43。しかし、信

託業 としての免許 ・登録は、信託銀行 と同様の一定の条件 を満たす信託会社に限定

して認められるため(信 託業法5条2項)、 弁護士が個人 として免許登録すること

は認められない。

また、信託業法の問題をさてお くとしても、信託 自体が長期間の財産管理を内容

とす る場合には、弁護士が受託者 となった場合には、当該弁護士が死亡した場合や

心身の故障により、受託者としての業務の遂行に支障が生じる場合にいかに対処す

るか とい う点も検討課題 となろ う44。

40

41

犯

43

管理型信託業 とは、信託業の うち、委託者特 か らの指図により信rE財産の管理 ・処分を行 う信託(委 託者指図型

管理型信託〕、あるいは、側 托財産につ き保存行為又は財産の性質を変えない範 囲内の利用行為若 しくは改良行為

のみが行われる信託(保 存行為型管理型信託)を い う(信 託業法2条3項)。 受託者は、原則 として、「信託 目的の

達成のため」に必要な行為をする権限を有 してお り、信託行為に記載がない行為であっても、信託目的の達成に必

要であれば、保南 〒為等の管理行為を超えて権限を行使できる(法26条)。 それ ゆえ、緒 情行為において、受託者

の権限を管理行為の範囲内に具体的に制限 しない限 り、保存行為型管理型描能 には該当しない。

当蹟登録権限は金融庁長官、財務局長等に委任 されている(信 託業法87条 、信託業法施行令19条1号)。

ここでい う 「反復継続」 して信託の引き受 けを行った と言えるか否かは、行為の回数のみならず、行為者の主観

も併せて考慮すべきであり、反復継締 して信託の引き受けを行 う意思を有するか否かは、行為の評価に影響する(高

橘康文 「新 しい信託業法」48頁)。

信託報酬 を受領することなく、信託行為以外の法律事務を受任す ることの対価 として、書蹟士報酬を受領するこ

とにより、業務性を否定することも考 えられなくはないが、かかる説明方法が信託業法の潜脱に該当 しないことに

ついては、明確な餌釈根拠を欠 く。弁護士に限 らず、広 くNPO等 が福祉型の信託の受託者 として活動する余地を

認める見地からも、信託業法の規制の例外を認 める必要性がある。かかる法律解釈の不明確性は、信託の活用場面

を不当に抑制するものであ り、今後の監督指針等の明確化が望ま しい。

弁護士が受託者 としての執務が困難 となる場合に備える方法としては、信託行為において、あ らか じめ受託者が

欠けた場 合の新受託者の選任方法を定める方 法が考え られる。弁護士を受託者 とする場合 には、信託設定を希望す
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ウ その他の関与

胎児や将来の子など、現に存しない受益者のために信託を設定する場合には、信

託管理人を設 けることにより、受益者の権利 を保護することが可能である(法123

条ないし130条)。

また、受益者が特定され、かつ現存す る場合であっても、高齢者や未成年者が受

益者である場合など、受益者自身が受託者に対する監督権能を行使することが困難

な事情がある場合には、受益者保護のために受託者を監視 ・監督するための必要な

権利及び信託財産の保全に必要な権利行使の権限を有する者を信託監督人 として選

任す ることが可能である(法131条 ない し137条)。

さらに、受益者 による迅速かっ適切な意思決定を実現する見地か ら、かかる意思

決定が困難な場合に、受益者のために受託者を監視 ・監督する権限だけでなく、受

益者 を代理 して信託の変更等、信託に関する意思決定をする権限を有する者を受益

者代理人として選任す ることが認められる(法138条 ない し144条)。

後述のとお り、弁護士が民事信託の運用に関与する場合には、信託業法の規制や

利益相反等の可能性 を考慮すると、受託者 となることは慎重にならざるを得ず、ス

キームの立案 を担当することや受益者代理人 として受益者の利益の確保のために受

託者を監視監督す る地位に就 くことが、信託の円滑な運用とい う見地から、現実的

な選択肢となることが想定される。

(3)民 事信託の活用 ・関与に際 しての事実上のハー ドル

弁護士が信託スキームに関与する場合、その関与の態様は、信託法における法的な

制約を踏まえて検討されなければならないが、同時に以下に挙げるような事実上の制

約についても留意が必要である。

ア 弁護士 として利益相反状況を生 じさせないこと

弁護士は、利益相反状況に身を置いてはならず(弁 護士法25条)、 委託者からの

法律相談業務を受ける一方で、委託者を相手方 として事件を受任することは許 され

ない。前述の とお り、委託者か らの依頼で信託スキームの立案 ・検討を行 う場合に

る者が当該弁護士 と個人的な信頼関係 を有することが通例であろ うことか ら、かかるf菌贋関係 に準 じて新受託者と

なる者 を選定す ることには事典上のハー ドルが予想 され る。あ らか じめ、複数の受託者を選定 しておいて、一部の

受託者が欠けた場合にも、随時複数の受託者を補充選任す る等の方法により、かかる委託者の不安を取 り除く工夫

が必要となろう。また、弁膜士法人 として、受託者 となることも、受託者による永続的な受託業務 の遂行に資す る

もの と言える(な お、弁護士法人についても、株式会社ではない以上、現行の摺舵業法の規制は免れない)。
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は、当該弁護士は受託者たることはできない。また、同様に、委託者か らの依頼を

受けつつ、受益者の代理人 としての地位に就 くことも許 されない。

依頼者からの財産管理についての相談の一環 として、信託スキームを利用する場

合には、当該弁護士は委託者の代理人としての地位を有する以上、受託者 となるこ

とや受益者代理人となることはできず、かかる点を注意 して法律相談に応 じること

が必要 となる。

イ 低 コス トの運用スキームを構築すること

民事信託の利用に際 しては、高齢者や障害者、未成年者等の社会的弱者の財産管

理を念頭に置 く場合には、商事信託に比 して、管理対象の財産が相対的に限定され

ている。信託費用がか さむ場合には、信託 目的を達成す ることが困難 とな りかねな

いため、信託スキームの運用にっいていかにコス トをかけないようにす るかが重要

となる。その意味で、依頼者から相談を受けた弁護士は受託者等の選定にあたって

他の弁護士ではなく、た とえば委任者の親族を受託者に就任 させることができれば、

弁護士費用を抑制する一策 となる。また、関与弁護士の処理すべき事務の うち、身

上看護等の業務については、弁護士以外の第三者に委託する方がおおむね廉価であ

ろう。つま り弁護士が受任事務を自己執行するのではなく積極的に外部委託す る等

の方法によって、弁護士の処理すべき事務負荷を小さくし、弁護士に支払 うべき信

託報酬等の費用について、なるべ く低廉 となるように制度設計することが留意され

なければならない45。

ウ 弁護士として受任することの費用対効果(収 益メリット)が あること

相続に際 しての財産の管理や、高齢者や障害者等の社会的な弱者の財産管理を目

的 とする信託スキームの導入に際 しては、事案の性質上、信託報酬等の費用負担は

できるだけ抑制する形で設計することが望ましい。

弁護士 としての民事信託への関与は、それぞれのスキームごとに、区々の態様が

想定 されるが、信託スキームを活用するについて、弁護士側において、手数を含め

成年後見制度の場合にも、財産管理行為以外 の身上介護について、成年後見人 に就任 した弁護士がすべての身の

回 りの世話を介助す ることは困難であ り、現実には、介護事業者に介護を委託する等の方法が選択 されている。介

護以外にも、郵便等の私信の発信や 自ら信心する社寺仏閣への寄進の媒介等、依頼 される事務の範囲は千差万別で

ある。弁護士が、信託スキームの立案に関係する場合には、かかる身上介護等 を広 く担 う種 々の業者 を選定するこ

と自体が困難であり、かかる業者の推薦について、弁護士会等が]計呵のおける業者等 の名簿等を整備することも必

要となろ う。
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た効率性(ビ ジネスメリットが弁護士にとって認識できるか)は 、現時点では判然

としておらず、この点は、信託スキームの広ま りの制約事情となっているものと思

われる。

工 信託業法に基づく免許 ・登録義務等の発生の有無および事務負担等が生 じないこ

と

前述のとお り、弁護士が受任事務処理の一環 として、受託者 として信託財産の管

理に関与す ることが、信託業法の規制を受けることは、福祉型の信託を普及 させる

ことの大きな障害となる。かかる点について、現時点では明確な監督官庁の指針等

は見当たらないが、今後信託スキームの活用範囲を広げるためには、監督指針等を

早期に明確化す ることが望ましい。

オ 信託についての依頼者の理解の獲得

信託を活用す る場合の事実上のハー ドルとして、まずもって信託 とい う法制度に

ついての依頼者の理解 を得る必要がある。そもそも信託とい う概念について一般的

な理解が乏 しいため、依頼者に対する提案スキームの説明に際しては、かかる法律

知識の不足に十分に留意 して、説明を行 うことが必要 となる。

信託についての法知識が十分にない依頼者等に対 して、弁護士として説明を行 う

場合、信託制度のメ リッ ト・デメリッ トを含 めたスキームの全体像について十分な

理解を得るためには、スキームの図示や、他のスキーム(生 前贈与や委任契約等)

と比較 した場合に どのような差異があるのかを丁寧に説明することが必要 となる。

このような信託スキームの選択に際 しての依頼者等に対する丁寧な説明は、弁護士

にとって当た り前の業務ではあるものの、信託 とい う法的枠組みが一般に広 く知 ら

れていない状況下においては、相応の負担 となろう。

たとえば相続事案における信託制度の活用であれば、信託を活用 しない他の相続

対応のスキームに比べて、どのよ うなメリットが具体的にあるか、また、どのよう

なデメリッ トがあるかについて、十分に説明することなしには、そもそも信託スキ

ームを活用することについて
、依頼者の了解を得ることは困難である。

このほか、高齢者等が自己の財産管理を検討する場合に、信託 とい う法律構成を

選択することを納得 しても、自らの所有不動産等の所有名義が変更され ることにつ

いて、一定の喪失感を持つことは稀ではなく、このことは、生前に将来の財産管理
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を検討する場合の心理的に乗 り越えるべき壁 となることは、実務上よく見られる46。

これ らの点は、信託スキームの活用に際して、事実上の制約要因 となることが想

定 される。

2具 体的な信託スキームの運用と弁護士の関与

(1)民 事信託における弁護士の関与

民事信託の活用事例として検討 されるものの一つは、相続等の財産の承継に備えて

信託スキームを活用するものである。 これらはいわゆる福祉型の信託 として位置づけ

られるものであるが、弁護士の関与については、前述のような法的または事実上の留

意点以外に、実務的に運用す るについては以下のような検討課題 もある。

(2)財 産管理のための信託の活用 と弁護士による受益者代理人への就任

相続等の財産の承継に備えた財産管理のための信託の活用 としては、遺言信託47、

遺言代用信託鵠、後継ぎ遺贈型信託49が考えられる。いずれ も生前の行為によって自己

の死亡後における財産の配分 を規律することを目的とす る点で、死因贈与と同様の機

能を有するものと言える。

これ ら相続財産管理の一方法 として信託設定を行 う場合に、弁護士は、前述のとお

り、業法規制との関係から受託者に就任することには1真重にならざるを得ない。他方、

弁護士が信託スキームを提案するに際 して、死亡等により信託財産が受託者の管理下

に移 った後、かかる受託者の監督について全 く無関係なままでは、委託者 としては、

信託の設定後の安定的な資産管理が担保 さているとはいえず、安心 して信託設定でき

ない。そこで、弁護士が何 らかの形で信託スキームの監督の役割を果たせるよう、役

46

47

幻

高齢者等は、 自らの資産を相続人や後継者に残 したい とい う気持 ちの一方で、自らの人生の思い出や成果である

資産等を自らの支配から手放す形となることに、一定の心理的なハー ドルを有 している。その意味において、生前

に信託設定を行 って資産の所有名義が変わることは、高齢者等にとってその判断に際 して大きな心理的負担を課す

ことになる。弁護士がスキームについての了解 を得 るについても、かかる心理 択捉には十分な配慮が必要 となろ う。

遺言信託 とは、特定の者 授 託者)に 対 して、財産の譲渡、担県権の設定その他の財産の処分をする旨ならびに

当該特定の者が一定の 目的に従い財産の管理または処分およびその他の当該 目的の達成のために必要な行為をすべ

き旨の遺言をする方法による信託をい う(法3条2号 、4条2項)。

遺 言代用侶託 とは、婁託者が生前にその財産 を信託 して、委託者生存中の受益者を委託者 自身 とし、委託者死亡

後の受益者を配偶者や子供 と定めることによ り、委託者の死亡後のf郡{動産にかかる給付を実現する信託をい う(法

90条)。

後継ぎ遺贈型信託 とは、受益者の死亡により、当眩受益者の有する受益権が消滅 し、他の者が新たな受益権を取

得す る旨の定めのある信託をい う(法91条)。 後継ぎ遺贈型信託においては、受益者の死亡により、新受益者が受

益権 を取得す るが、かかる新受益者による受益権の取得が、相続法理における共同均等相続に反する財産の承継を

もたらす点で、遺留分侵害の可能性をはらむため、実務上は、遺留分侵害の恐れのない範囲で信託設定す る等の配

慮が必要である。
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割を担 うことが望ま しい。

このような、信託設定後の受益者の利益の確保 とい う観点から、受託者に対する監

視 ・監督としては、受益者代理人制度を活用することが考えられ る。受益者代理人 と

は、受益者が未成年である場合や、精神疾患等のために迅速かつ適切な意思決定が困

難な場合に、受益者のために受託者を監視 ・監督する権限だけでなく、受益者を代理

して信託の変更等、信託に関する意思決定をする権限を有する者である50(法138条

ないし144条)。

受託者 を監視 ・監督するための制度 としては、信託監督人(法131条)の 選任 も可

能であるが、信託監督人については、受益者が存在する場合に限って選任 され、一定

の権利(法92条 各号)に 関する裁判上または裁判外の行為をする権限を有するに止

まる。受益者代理人制度を活用する方が、信託監督人を選任する場合に比べて より効

果的に、受託者への監視 ・監督を及ぼすことが可能であ り、より事案ごとのニーズに

即 した対応を執 る余地があるものと思われ る51。

受益者代理人制度については、従来、商事信託等、受益者が時々刻々と変化す る場

合や、不特定多数の受益者が存するため受益者による権利行使が困難な事情ある場合

に、受益者に代わって権利行使するべく、制度の活用ニーズが指摘 されていた。 これ

らの場合にとどま らず、前述の未成年者や高齢者の財産管理等の局面での信託スキー

ムの活用に際しては、受益者代理人は、意思能力等に問題のある受益者に代わって、

信託に関す る意思決定、信託利益の受領等の権利を幅広 く行使できるメリッ トがある。

ところで、受益者代理人が信託監督人に比較 して、より権限が広汎であることは、

権限濫用の リスクがあるとも言えるが、弁護士等の専門資格者が受益者代理人に従事

する限 りは、専門資格者 としての地位を有する以上、一定の リスクの歯止めがあると

言えよう。その意味で、弁護士が受益者代理人に就任することは、受益者の利益を確

50 受益者代理人は、信託行 為の定めにより選任され、利害関係人の裁判所 に対する申し立てによって選任す ること

はできない。また、受益者代理人 は、受益者 に代わって受益者の権利に関す る一切の裁判上または裁判外の行為を

する権限を有 している。受益者 は、法92条 に規定する監視 ・監督権限 を除き、競合する権利は行使できず、受益者

代理入 がこれ を行使す る。

髄 督人は、すべての受益者のために権限を行使す るが、複数の受益者の一部についてのみ意思能力や判断能

力に問題がある場合には、信託酷母人によっては、当該受益者 の権利のみを保護することは困難であり、受益者代

理人こそが、受益者の権利の保護に資する場合 もあり得る。受益者代理人は、信託行為の定めによ り選任 され、利

害関係人の裁判所に対する申し立てによって選任することはできない。また、受益者代理人は、受益者 に代わって

受益者の権利に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有 している。受益者は、法92条 に規定する

監視 ・監督権限を除き、競合す る権利は行使 できず、受益者代理人が これを行使する。
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保するための柔軟な信託スキームの運用の実現に資するものと思われ る。

(3)信 託に関して受任 した事務の分掌

高齢者の財産管理に際 しては、付随 して、身上監護面や 日常の金銭管理についても

適切な援助が必要 となる。信託スキームの設計に際しては、かかる身上監護面への配

慮を定めることが必要である。 この意味で、受託者を選定する場合には、身上監護面

への配慮をすることができる者であることも重要 となる。信託受益権 として一定の生

活費給付を設定 したとしても、未成年者や精神上の障害がある者が受益者である場合

には、金銭等の給付をどのように生活上利用するかにっいての援助が必要 となる。身

上監護に関する部分はプライバシーに立ち入る部分でもあり、親族が受託者 となる場

合 には、かかる機微への配慮を期待できるが、そのような場合以外には、受託者に代

わって、かかるサポー トを行 う者が必要 となる。介護事業者等が身上看護を分担す る

場合に、金銭面の管理についてまでを委託することは不可能であ り、また委託す るこ

と自体が不適切ではないか と思われる。受益者代理人 として関与する弁護士が定期的

な支出にっいての管理をすることが事実上必要 となるが、反面、かかる関与は専門外

の分野においても弁護士が善管注意義務を負 うことを意味するので、弁護士が信託へ

の関与を考慮するにあたっては一つのハー ドルでもある。

(4)受 託者の事務の分掌(共 同受託)

以上のほか、受託者の権限の濫用を防止するための制度 としては、受託者を複数選

任 し、受託者間の事務の分掌を図ることが考えられ る。信託法は、共同受託の制度を

予定 してお り(法80条 以下)、各受託者が相互にけん制 しつ、各受託者が専門性を発

揮 して信託事務を処理することが可能となる。具体的には、資産の運用については金

融機関に委ねるとしても、 日常の生活上の金銭の給付及び管理については、親族その

他の第三者が共同受託人として関与することが考えられ る。

この場合の弁護士の関与としては、スキームの策定者 としての関与のほか、各受託

者のいずれかから、業務の一部について再委任を受けて、監視監督機能の一翼を担 う

ことが考えられる。
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「

皿 おわりに

信託法の改正により、民事信託の分野における信託の活用場面が広がったこと

は間違いないであろう。ただ し、本報告書において指摘 したとお り、解決 される

べき問題点が残ることもまた事実である。

本報告書は、民事信託において利用が期待 され る場面についての検討の結果を

報告 し、また、関与する弁護士の指針 ・留意点等を指摘 したものである。問題提

起を行ったのみにとどまっていると思われる箇所 もないではないが、民事信託の

分野において、一定の研究成果を示す ことができたもの と考えている。今後 も、

本研究会の成果をもとに、各 メンバーは民事信託の研究を進めていく所存である。

本報告書が民事信託の活用の一助 となることができれば幸いである。

以 上
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委任契約、任意後見契約公正証書

本公証人は、委任者○○○○(以 下 「甲」とい う。)及び受任者○○○○(以 下 「乙」と

い う。)の嘱託により、次の法律行為に関する陳述の趣旨を録取 してこの証書62を作成する。

第1委 任契約

第1条(契 約の趣旨)

甲は、乙に対 し、本 日、甲の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務(以 下 「委

任事務」 とい う。)を 委任 し、乙はこれを受任する。

第2条(任 意後見契約 との関係)

1本 契約締結後、甲が任意後見契約に関する法律第4条 第1項 所定の要件に該当する

状況になり、乙が第2の 任意後見契約による後見事務を行 うことを相当と認めた とき

は、乙は、家庭裁判所に対 し、任意後見監督人の選任の請求をしなければならない53。

2本 委任契約は、別紙(1)任 意代理権 目録10記 載の事務を除き、第2の 任意後見

契約につき任意後見監督人が選任 され、同契約が効力を生 じた時に終了する。

第3条(委 任事務の範囲)

甲は、乙に対 し、別紙(1)任 意代理権 目録記載の委任事務(以 下 「本件委任事務」

とい う。)を 委任 し、その事務処理のための代理権を付与する。

第4条(証 書等の引渡 し等)

1甲 は、乙に対 し、本件委任事務処理のため真に必要な場合 に限り54、次の証書等を

引き渡す。

①登記済権利証、②実印 ・銀行印、③印鑑登録カー ド・住民基本台帳カー ド、④預

貯金通帳、⑤各種キャッシュカー ド、⑥有価証券 ・その預 り証、⑦年金関係書類、⑧

52任 意後見契約に関する法律3条
53移 行型任意後見契約の濫用防止の観点から選任申立てを義務化するのが最近の例である。
昆 濫用防止のため
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土地 ・建物賃貸借契約書等の重要な契約書類55

2乙 は、前項の証書等の引渡 しを受 けたときは、甲に対 し、預 り証を交付 してこれを

保管 し、右証書等を本件委任事務処理のために使用することができる。

第5条(費 用の負担)

乙が本件委任事務を処理するために必要な費用は、甲の負担 とし、甲は、乙に対 して、

これを支払 う。

第6条(報 酬

甲は、乙に対 して、本件委任事務処理に対する報酬 として毎月末 日限 り金○○円を支

払 うものとする。56

第7条(報 告)

1乙 は、甲に対 し、1か 月ごとに、本件委任事務処理 の状況につき報告書を提出 して

報告す る。

2甲 は、乙に対 し、いつでも、本件委任事務処理状況につき報告を求めることができ

る。

第8条(契 約の変更)

本委任契約に定める代理権の範囲を変更す る契約は、公正証書によってするものとす

る。

第9条(契 約の解除)

甲及び乙は、いつでも本委任契約を解除することができる。ただし、解除は公証 人の

認証を受けた書面によってしなければならない。

第10条(契 約の終了)

55重 要書類等を引き渡すので、なんらかの監督的機能が必要となる。この点を考慮して、信託契約により信託監督
人を設定

聞 乙の受託者としての報酬を無償としても、乙は受任者としては報酬を受領する。
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1本 委任契約は、第2条2項 に定める場合のほか、次の場合に終了する。57

① 甲が死亡(別 紙(1)任 意代理権 目録10記 載の事務を除 く。58)又 は破産59し、

又は乙が死亡又は破産60したとき

② 乙が後見開始の審判を受けたとき

57

58

59

60

民法653条 参照。

委任者の死後の事務を委任する場合には、委任者死亡でも委任契約が終了しない旨の規定を置いた上で、当該死

後事務 を特定すべきである(最 判平成4年9.月22日 金融 法務事情1358号55頁 、我妻栄 『民法1朧V3』695頁 以

下、幾代通=広 中俊雄編 『新版注釈民法(16)』295頁 〔明石〕、民法 膿 権法)改 正検討委員会編 『債権法改正の基

本方針(別 冊NBL126号)」375頁 等 を参照)。

甲が破産手続開始決定を受 けたときについて

民法653条2号 に反する特約の有効性について蹴 され ている 〔議論状況については竹下守夫編集代表 『大 コンメ

ンタール破産法」239頁 〔三木浩〒〕等参照)。

乙が破産手続開始決定を受 けたときについて

受任者 が破産手続開始決定を受けた場合でも委任契約は終了 しない旨の特約は有効 と解 されてい る。事案に応 じて、

当該特約 を設 けるぺきである。
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「

第2任 意後見契約

第1条(契 約の趣旨)

甲は乙に対 し、本 日、任意後見契約に関する法律に基づき、同法第4条 第1項 所定の

要件に該当する状況における甲の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務(以 下 「後

見事務」とい う。)を 委任 し、乙はこれを受任する。

第2条(契 約の発効)

1前 条の契約(以 下 「本契約」とい う。)は、任意後見監督人が選任 された時からその

効力を生ず る。

2本 契約の効力発生後における甲と乙との間の法律関係 については、任意後見契約に

関する法律及び本契約に定めるもののほか、民法の規定に従 う。

第3条(後 見事務の範囲)

甲は、乙に対 し、別紙(2)代 理権 目録記載の後見事務(以 下 「本件後見事務」 とい

う。)を委任 し、その事務処理のための代理権を付与する。

第4条(身 上配慮の責務)

乙は、本件後見事務 を処理するに当たっては、甲の意思を尊重 し、かつ、甲の身上に

配慮するものとし、その事務処理のため、適宜甲と面接 し、ヘルパーその他 日常生活援

助者か ら甲の生活状況にっき報告を求め、主治医その他医療関係者から甲の心身の状態

につき説明を受けることなどにより、甲の生活状況及び健康状態の把握に努めるものと

する。

第5条(証 書等の引渡 し等)

乙は、本件後見事務処理のために別紙(2)代 理権 目録7に 記載す る甲の証書類を保

管 し、各事務処理に必要な範囲において使用することができる。

第6条{証 書等の保管等)

62



1乙 は、甲から本件後見事務処理のために別紙(2)代 理権 目録7記 載に関する証書

等の引渡しを受けたときは、甲及び任意後見監督人に対 し、その明細及び保管方法を

記載 した預 り証を交付す る。

2乙 は、本契約の効力発生後甲以外の者が前項記載の証書等を占有所持 しているとき

は、その者からこれ らの証書等の引渡 しを受けて、自らこれを保管することができる。

3乙 は、甲宛の郵便物その他の通信を受領 し、本件後見事務に関連すると思われ るも

のを開封することができる。

第7条(書 類の作成)

乙は、本件後見事務を処理するに際し、以下の書類を作成する。

① 任意後見監督人選任の申立時において、財産目録、預貯金目録及び証書等の保

管目録

② 本件後見事務に関する会計帳簿

第8条(費 用の負担)

乙が本件後見事務を処理するために必要な費用は甲の負担とし、甲は、乙に対 して、

これを支払 う。

第9条(報 酬)

1本 契約の効力発生後、甲は、乙に対して、本件後見事務処理に対する報酬として、

毎月末 日限 り金○○円を支払 うものとする。

2前 項の報酬額が次の事由により不相 当となった ときは、甲及び乙は、任意後見監督

人 と協議のうえ、これを変更することができる。

(1)甲 の生活状況又は健康状態の変化

(2)経 済情勢の変動

(3)そ の他現行報酬額を不相 当とす る特段の事情の発生

3前 項の場合において、甲がその意思を表示することができないときは、乙は、任意

後見監督人の書面による同意を得てこれを変更することができる。

4第2項 の変更契約は、公正証書によってしなければならない。
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5後 見事務処理が、不動産の売却処分、訴訟行為、その他通常の財産管理事務の範囲

を越えた場合には、甲は乙に対 し毎月の報酬とは別に報酬を支払 う。 この場合の報酬

額は、甲と乙が任意後見監督人 と協議の上これを定める。 甲がその意思を表示するこ

とができない ときは、乙は任意後見監督人の書面による同意を得てこれを決定するこ

とができる。

第10条[報 告)

1乙 は、任意後見監督人に対 し、3か 月ごとに、本件後見事務に関する次の事項につ

いて書面で報告す る。

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

乙の管理す る甲の財産の管理状況

甲を代理 して取得した財産の内容、取得の時期 ・理由 ・相手方及び甲を代理

して処分 した財産の内容、処分の時期 ・理由 ・相手方

甲を代理 して受領した金銭及び支払った金銭 の状況

甲の身上監護につき行った措置

費用の支出及び支出した時期 ・理由 ・相手方

報酬の収受

2乙 は、任意後見監督人の請求があるときは、いつでも速やかにその求められた事項

につき報告す る。

第11条(契 約の解除)

1任 意後見監督人が選任 される前においては、甲又は乙は、いつでも公証人の認証を

受けた書面によって、本契約 を解除することができる。

2任 意後見監督人が選任 された後においては、甲又は乙は、正当な事由がある場合に

限 り、家庭裁判所の許可を得て、本契約を解除することができる。

第12条(契 約の終了)

1本 契約は、次の場合に終了する。

(1)甲 又は乙が死亡 した とき

(2)乙 が後見開始の審判を受けたとき
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(3)甲 が後見開始、保佐開始、補助開始の審判 を受 けたとき

2任 意後見監督人が選任された後に前項各号の事由が生 じた場合、甲又は乙は、速や

かにその旨を任意後見監督人に通知するものとする。

3任 意後見監督人が選任された後に第1項 各号の事由が生 じた場合、甲又は乙は、速

やかに任意後見契約の終了の登記 を申請 しなければならない。

第13条(裁 判管轄)

本委任契約及び本任意後見契約に関して生じた紛争の第一審の専属的管轄裁判所は、

大阪地方裁判所とする。

本件委任契約及び本任意後見契約成立の証 として、契約書正本を○通作成 して、甲、乙

が本紙各1通 を保有す る。

平成 年 月 日

甲 住所

氏名

乙 住所

氏名
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別紙(1)

任 意 代 理 権 目 録61

1金 融機関、証券会社とのすべての取引に関する事項

2保 険契約(類 似の共済契約等を含む。)に関する事項

3定 期的な収入の受領、定期的な支出を要する費用の支払いに関する事項

4生 活費の送金、生活に必要な財産の取得、物品の購入その他の日常生活関連取引に関

する事項

5医 療契約、入院契約、介護契約その他の福祉サービス利用契約、福祉関係施設入所契

約に関する事項

6登 記済権利証、印鑑、印鑑登録カー ド、各種カー ド、預貯金通帳、株券等有価証券、

その預り証、重要な契約書類その他重要書類の保管及び各事項処理に必要な範囲内の使

用に関する事項

7登 記及び供託の申請、税務申告、各種証明書の請求に関する事項

8以 上の各事項に関する行政機関等への申請、行政不服申立て、紛争の処理(弁 護士に

対する民訴法55条2項 の特別授権事項の授権を含む訴訟行為の委任、公正証書の作成

嘱託を含む。)に関する事項

9復 代理人の選任、事務代行者の指定に関する事項

10甲 の死亡後の事務に関する事項(甲 が入所若しくは入院していた施設の利用料の支

払い、葬儀の手配、納骨の手配、永代供養料の手配、以上の各事務に関する費用の支払

いを含む一切の事項)

11以 上の各事項に関連する一切の事項

61近 時の移行型任意後見契約の濫用を防止するため、任意代理契約 における代理権はできるだけ限定することが望

ま しい とされている。
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別紙(2)

代 理 権 目 録

1不 動産、動産等すべての財産の保存、管理、変更及び処分に関する事項

2金 融機関、証券会社とのすべての取引に関する事項

3保 険契約(類 似の共済契約等を含む。)に関する事項

4定 期的な収入の受領、定期的な支出を要する費用の支払いに関する事項

5生 活費の送金、生活に必要な財産の取得、物品の購入その他の日常生活関連取引に関

する事項

6医 療契約、入院契約、介護契約その他の福祉サービス利用契約、福祉関係施設入所契

約に関する事項

7登 記済権利証、印鑑 印鑑登録カー ド、各種カー ド、預貯金通帳、株券等有価証券、

その預り証、重要な契約書類その他重要書類の保管及び各事項処理に必要な範囲内の使

用に関する事項

8登 記及び供託の申請、税務申告、各種証明書の請求に関する事項

9遺 産分割協議に関する事項

10以 上の各事項に関する行政機関等への申請、行政不服申立て、紛争の処理(弁 護士

に対する民訴法55条2項 の特別授権事項の授権を含む訴訟行為の委任、公正証書の作

成嘱託を含む。)に関する事項

11復 代理人の選任、事務代行者の指定に関する事項

12以 上の各事項に関連する一切の事項
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「
信託契約公正証書

本公証人は、委託者兼当初受益者○○○○(以 下 「甲」とい う。)及び受託者○○○○(以

下 「乙」とい う。)の嘱託により、次の法律行為に関する陳述の趣 旨を録取してこの証書を

作成する。

第1条(信 託の目的及び設定)

1本 信託は、本 日付の甲乙間委任契約及び任意後見契約(以 下 「本件委任契約 ・任意

後見契約」 とい う)と 併せ、信託財産を、受益者のために管理 し、その日常生活を支

援することを目的 とする。

2甲 は、信託設定 日において、信託財産に対する権利を受託者に信託譲渡 し、乙はこ

れを引き受ける。

第2条 ・(信託財産)

1信 託財産 とは、(別紙1)「 信託財産 目録」記載の金銭、不動産、動産及び本信託契

約に従い本信託財産に付随す る資産が含まれる。

2信 託財産から生じる利息その他の果実は信認財産に帰属する。

第3条(債 務の同時引受け)

乙は、甲か ら(別 紙2)「 引受債務 目録」記載の債務 を、本件信託の効力発生と同時に

引き受ける。ただ し、当該債務の債権者の承諾を得ることができない場合はこの限 りで

はない。

第4条(受 益者)

1本 信託契約に係 る甲を、当初受益者 とする。

2当 初受益者が死亡 した場合は、丙を受益者 とする。但 し、丙が当初受益者より先に

死亡した場合には、丁を受益者 とする。

3受 益者である丙が死亡 した場合には、丁を受益者 とする62。

田 受益者死亡を原因として受縫 を取得させる 「継 ぎ繊 型の難 者醐 」を規定する胎 、相続税と遺留酬
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4受 益者は、受託者の事前の書面による承諾なく受益権の分割、放棄、譲渡又は質入

れその他の担保設定等の処分をすることができない。

第5条(信 託監督人)

1甲 は、弁護士○○を信託監督人として指定する。

2任 意後見契約の効力が発生 した場合には、家庭裁判所の選任 した任意後見監督人を、

本信託契約の信託監督人 として指定する。任意後見監督人が信託監督人に就任 した場

合、前項の信託監督人の任務は終了する。

3前 項により信託監督人に就任 した任意後見監督人は、任意後見契約終了により信託監

督人を辞任することができる。この場合、「○○弁護士会高齢者 ・障害者支援センター」

があっせんする弁護士を新たに信託監督人として指定する。

4受 託者は、信託監督人候補者 として指定された者 に対 して、就任す るかどうか催告を

し、就任 しない場合には裁判所に対 して選任の申立てをしなければならない。

第6条(信 託財産の管理)

受託者は、信託設定 日以降、信託財産を自己の固有財産及び他の信託財産 と分別 して

管理するものとする。

第7条(受 益権の内容)

1受 託者は、毎月末 日限り、受益者名義の口座に、生活費 として金○○円を振 り込む63。

2受 益者は、信託財産 目録2記 載の不動産に、無償にて居住することができる。64

3受 託者は、信託監督人の指図に従い、受益者 に対 し、下記費用発生を原因として相

当額の信託財産を交付できる。

①医療費

②介護サー ビス費

③老人ホーム等入居一時金

④死亡した受益者の葬儀 ・埋葬に関連する費用

度に留意す る必要がある。
田 民事執行法152条1項1号 に留意する必要がある。

與 権利関係を明確にすべ く、受益権の内容 とする代わ りに、使用 謝鰹 約 を締結す ることも可能である。
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⑤死亡した受益者が支払うべき賃料債務、医療費、介護サービス費

⑥本件委任契約 ・任意後見契約に基づき甲が乙に支払 う報酬相当額

⑦本件委任契約 ・任意後見契約に基づく本件委任事務ないし本件後見事務に要する

費用及び受任者が過失なく負担した損害

⑧その他受益者の日常生活を支援するために必要な費用

「

第8条(委 託者の権利の制限)

甲は、受託者及び信託監督人の書面による承諾を得た場合でなければ、次の各号に該

当することを行うことができない。

①本信託契約を取消し又は変更すること。

②受益者又は受益権の内容を変更すること。

③本信託契約の終了前に、受益者以外の者に信託財産の払い出しを請求すること。

④甲の地位を放棄又は他人譲渡すること。

第9条[信 託事務処理費用等)

1振 込手数料、信託登記費用等の信託事務を処理するために受託者が要する費用、信

託財産に関する租税及び受託者が過失なく負担した損害は信託財産から支出する。

2受 託者が信託事務を処理するにつき、訴訟行為等の特別の費用を要することが見込

まれる場合、受託者は、その信託事務の着手前に、信託監督人に算定根拠と金額を示

し、その信託事務に関する指図を求めることができる。

第10条(信 託報酬)

1本 信託契約における受託者の信託報酬は無償とする。

〔有償の場合:受 託者は、信託財産か ら月額○○円の信託報酬を受けることができ

る〕65

2信 託監督人の報酬は月額○○円とする。

第11条(信 託財産の管理に関する報告等]

缶 信託業法との関係で問題 をク リアすれ ば
、有償とし得る。
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1受 益者及び信託監督人は、信託法36条 に基づき、受託者に対 して、信託事務の処

理の状況並びに信託財産に属する財産等の報告を求めることができる。

2受 託者は、受益者及び信託監督人に対 して、信託法37条1項 及び2項 に定める貸

借対照表、損益計算書その他の法務省令で定める書類又は電磁的記録(以 下、「帳簿等」

とい う)を 作成 し、本信託契約13条 に規定する計算期間期末に報告 しなければな ら

ない。

3受 益者及び信託監督人は、信託法38条 に基づき、受託者に対 して、前項規定の帳

簿等を閲覧又は謄写することを請求できる。

第12条{信 託期間)

本件信託契約の期間は、信託設定 日から本信託契約19条 または同20条 による信託の

解除または終了の 日までとする。

第13条(信 託の計算期間)

信託の計算期間は、信託設定 日から1年 間とし、以後毎年その日及び本件信託契約が

終了 した日とする。

第14条{信 託契約の変更)

本信託契約は、受託者、受益者及び信託監督人の書面による同意により、変更するこ

とができる。

第15条(受 託者の辞任)

受託者は、信託監督人の書面による同意を得て辞任できる。

第16条(受 託者の解任)

甲、受益者又は信託監督人は、受託者に義務違反、管理の失当又は任務の解怠その他

不誠実若しくは不適切な行為があると認められる場合は、受託者に対してその行為の差

止め、又は信託事務の処理の状況若しくは信託財産の状況につき説明を求め、受託者が

正当な理由がないのにこれに応じないときは、受託者を解任できる。

71



「

第17条 噺 受託者の選任)

受託者の辞任、解任等の事由により受託者の任務が終了したときは、受託者は受益者

に対して任務終了の通知を行わなければならない。また、信託監督人は、直ちに新受託

者を選任するものとし、新受託者を選任できないときは、信託監督人が裁判所へ新受託

者選任の申立を行うものとする。

第18条 優 託者の任務の継続)

受託者は、辞任、解任等の事由によりその任務が終了した場合、新受託者、又は信託

財産管理者が信託事務を処理することができるまでは、信託法59条 に従い、受託者は

引き続き本信託契約上の信託財産の保管をしなければならない。

第19条(信 託契約の解除)

本信託契約は、本信託契約に別途定めがある場合を除き、解除できない。但し、受託

者及び信託監督人の書面による合意により解除することができる。

第20条(信 託契約の終了)

1本 信託契約は、次の場合に終了する。田

① 最終の受益者が死亡した日より、6カ月を経過したとき

② 本件信託財産のうち金銭残高が0円 となったとき

③ 信託法163条 各号に定める事由が生じたとき

④ 信託法91条 の定めに該当するとき

2本 信託契約が終了したときは、受託者は遅滞なく本信託についての清算事務を行い、

信託財産状況報告書を作成し、次項で定める帰属権利者及び信託監督人に交付するも

のとする。

3残 余信託財産は、以下の者に、記載する順で帰属するものとし、受託者は、信託財

産を現状のまま引き渡すものとする。

①受益者

66委 任契約 ・任意猫 見契約が終了した場合でも、信託契約は直ちに終了 しない。
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②甲の相続人

③受益者の相続人

④受託者

第21条(受 益権の譲渡等の禁止)

本信託契約における受益権については、いかなる場合にもその譲渡にかかる契約を締

結し、またはこれを担保に供することができない。

第22条(裁 判管轄)

本信託契約に関して生じた紛争の第一審の専属的管轄裁判所は、大阪地方裁判所とす

る。

本件信託契約成立の証として、契約書正本を2通 作成して、甲、乙が本紙各1通 を保有

する。

平成 年 月 日

甲 住所

氏名

乙 住所

氏名
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別紙

信 託 財 産 目 録

1金 員

(内訳)信 託金

信託報酬、事務処理費用、,租税相当額

2不 動産

金OO円

金oo円
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